
参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

1

●ブロック会議の役割と目的
を整理し、内容の見直しを検
討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引き
続き全ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・参加部署、参加人数を増やす
ための働きかけ。
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ブロック会を、県内５ブロック（安芸、中
央東、中央西、須崎、幡多ブロック）で実
施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、会議を中止す
ることとし、資料送付で情報共有を図っ
た。

・資料送付の情報共有のみと
なったため、各関係機関との意
見交換が実施できなかった。
・例年参加数が少ない機関への
情報提供ができた。

●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引
き続き全ブロックで関係機関
連絡会議を開催する。

・関係機関への事前の働きか
けが必要。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

2

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議を通じ、ＤＶ防止や被
害者支援のための関係機関と
情報交換・連携強化

市町村担当者の異動による知
識、経験の蓄積の困難さ

・新型コロナ感染防止のため、ブロック別
ＤＶ関係機関連絡会は開催されなかった
が、各市町村を個々に訪問し、担当者と
意見交換を行った。

・関係機関と情報交換を行い、
連携強化が図られた。

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議を通じ、ＤＶ防止や被
害者支援のための関係機関
と情報交換・連携強化

市町村担当者の異動による知
識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セン
ター

3

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し、関係機関と
情報共有し、連携を促進する
（安芸）
●ブロック別DV関係機関連絡
会に参加し、DVの実態や関係
機関の取組を把握し必要時連
携を図る。(中央西・中央東）
●ブロック別ＤＶ関係機関会
議に継続して参加。（須崎）

●ブロック別ＤＶ関係機関会議
の日程で参加できない場合は
会議内容をフィードバックでき
る工夫が必要。（須崎）

●実績なし。（安芸）
●新型コロナウイルス感染症のためブ
ロック別ＤＶ関係機関連絡会議が中止と
なり資料を共有することとなった。（中央
東、須崎）
●関係会議は新型コロナウイルス感染
症拡大防止により資料配付開催となっ
た。職場内で回覧等を実施した。(中央
西）

●下半期に開催があれば参加
する。（安芸）
●直接の関係機関と連携を深め
ることはできなかったが、資料に
より情報共有し連携の必要性に
ついて深めることができた。（中
央東、須崎）
●配付資料により市町村や警察
署の取組等、DVの現状につい
て把握できた。（中央西）

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し、関係機関と
情報共有し、連携を促進する
（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し連携を深め
る。（中央東、須崎）
●ブロック別DV関係機関連
絡会への参加や、DVの実態
や関係機関の取組を把握し
必要時連携を図る。(中央
西）

●会の開催ができず参加でき
ない場合は工夫が必要。（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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4
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議の開催

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

・新型コロナウイルスの影響により、ブ
ロック別DV関係機関連絡会議が開催さ
れなかったものの、個別事案について、
女性相談支援センターや児童相談所へ
出向している警察官を通じて情報共有を
図るなど、関係機関と都度、情報共有を
図り、連携を図った。

・他機関と情報共有や連携を図
ることができた。

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

5

・引き続き、DVネットワーク会
議及び専門者研修会を開催
する。
・ＤＶ対策連携支援ネットワー
ク会議の役割と目的を整理
し、内容及び参加メンバーの
見直しも含めて検討（ブロック
会議メンバーの見直しにあわ
せて、検討する。）。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議とブロック会議の役割・目
的の整理
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

（上半期は実績なし。） （上半期は実績なし。） ・引き続き、DVネットワーク会
議及び専門者研修会を開催
する。

・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

6

●ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議でのＤＶ防止等の
講演、研修の実施による、関
係機関職員や相談員の専門
性の向上

― ― ― ●ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議でのＤＶ防止等の
講演、研修の実施による、関
係機関職員や相談員の専門
性の向上

―

女性相談支援セン
ター

7

●ＤＶ被害者と関わる機関・団
体との情報共有及び連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極的に
参加しての継続的な情報収集
や連携強化

（上半期未実施） ー ●ＤＶ被害者と関わる機関・
団体との情報共有及び連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極的に
参加しての継続的な情報収集
や連携強化

男女共同参画セン
ター「ソーレ」
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8
●ＤＶ対策連携支援ネッ
トワークの専門性の向
上と支援の輪の拡大

・DV対策連携支援ネットワー
クへの協力。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

・人身安全関連事案対策専科（7/15）に
おいて、女性相談支援センター所長を講
師として招致した。
・専科教養による講師としての招致によ
り、DV対策連携支援ネットワークの専門
性の向上を図った。

・専科教養による講師としての招
致により、DV対策連携支援ネッ
トワークの専門性の向上が図れ
た。

・DV対策連携支援ネットワー
クへの協力。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

9

専門員研修やブロック会等の
実施による連携強化

・複雑な事例では多岐（多くの
関係機関）にわたる対応が必
要
・異動で担当者が変わるたびに
顔の見える関係づくりが必要

・ＤＶ被害者支援の情報共有や実際の対
応に関する研修、関係機関の連携強化
のために行っているブロック研修は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、書面による情報共有のみとした。

・具体的な対応事例を出しての
研修であり、感染防止対策をとっ
た研修実施に向けて改善が必
要である。

・専門員研修やブロック会等
の実施による連携強化

・全ての関係機関が出席できる
ような研修設定

県民生活･男女共
同参画課

10

●警察や福祉事務所、生活支
援相談センター等の関係機関
等との意見交換や研修会を通
じた連携強化

― ・警察をはじめ、高知市福祉課、各市町
村ＤＶ担当課を訪問し、担当者との意見
交換を行った。

・関係機関と情報交換・連携強
化が図られた。

●警察や福祉事務所、生活
支援相談センター等の関係
機関等との意見交換や研修
会を通じた連携強化

―

女性相談支援セン
ター

11

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担を出来るだけ
抑えつつ、活動内容の詳細を
どのように把握するか。

民間シェルター運営費補助実施の交付
決定
　・１か所　1,000千円
配偶者暴力被害者等支援交付金の交
付決定
　・上限　10,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
あることから、実績報告の様式
や検査方法の見直が必要。

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担を出来るだけ
抑えつつ、活動内容の詳細を
どのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課

12

●民間支援団体との啓発活
動の推進

ＤＶ防止や被害者支援を行って
いる民間団体が少ない

・女性保護対策協議会の退所者への支
援事業の活用を通じて、連携を深めた。

・民間支援機関との連携が図ら
れた。

●民間支援団体との啓発活
動の推進

ＤＶ防止や被害者支援を行って
いる民間団体が少ない

女性相談支援セン
ター
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13

●ネットワーク会議を開催し、
ＤＶ防止の広報・啓発や、ＤＶ
被害者の早期発見・早期対応
への協力依頼を行う。
●民生委員・児童委員への啓
発活動

・民生委員、児童委員をはじめ
とした各関係機関への啓発活
動の再考

上半期実績なし。 上半期実績なし。 ●ネットワーク会議を開催
し、ＤＶ防止の広報・啓発や、
ＤＶ被害者の早期発見・早期
対応への協力依頼を行う。
●民生委員・児童委員への
啓発活動

・民生委員、児童委員をはじめ
とした各関係機関への啓発活
動の再考

県民生活・男女共
同参画課

14

●各機関・団体の研修会等で
のDV防止等の広報・啓発及
びＤＶ被害者の早期発見・早
期対応への協力依頼

広報・啓発等を行う研修会等の
機会が少ない

・こうち被害者支援センターでの研修実
施
・高知県家庭相談員連絡協議会での研
修会の実施
・高知市子ども家庭支援センターでの研
修会の実施

・DV防止に向けた広報・啓発及
びＤＶ被害者の早期発見・早期
対応への協力依頼ができた。

●各機関・団体の研修会等
でのDV防止等の広報・啓発
及びＤＶ被害者の早期発見・
早期対応への協力依頼

広報・啓発等を行う研修会等の
機会が少ない

女性相談支援セン
ター

15

●福祉保健所の実施する研
修会等様々な機会を通じて
リーフレット等を配布し啓発を
行う(中央西・中央東）
●管内母子保健指導者研修
会等機会を通じてDV防止の
啓発を実施する。（須崎）

●関係する機関については、
他の機関からリーフレットの配
布があり同じリーフレットが
再々配布されているため、重な
らない等の配慮が必要。(中央
東）
●管内母子保健指導者研修会
では限られた時間のため周知
内容の工夫が必要。（須崎）

●実績なし（安芸）
●管内の事業者の健康管理担当者の
研修会でDV防止啓発カードを配布し、啓
発した。（中央東、須崎）
●管内市町村母子保健担当者会等で、
資料配付等を実施した。(中央西）

●下半期に実施予定のある市
町村担当者会で啓発していく。
（安芸）
●職域関係の対象者にもＤＶ防
止の意識を持ってもらうよう取り
組むことができた。（中央東、須
崎）

●研修会等でリーフレット等
を配布し、啓発する。（安芸）
●管内での関係機関研修会
や連絡会等の機会にDV防
止の啓発を実施する。（中央
東、須崎）
●福祉保健所の実施する研
修会等様々な機会を通じて
リーフレット等を配布し啓発
を行う(中央西）

●研修会では限られた時間の
ため周知内容の工夫が必要。
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

16

継続して権利擁護研修会を実
施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：R2.11.17 
・施設管理者向け（オンライン・2日間）
1日目:R2.12.8～12.14（予定）
2日目:R2.12.18または12.22（予定）

- 継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者福祉課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

17

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

18

県内国際交流・協力団体連絡
協議会等でのDVに関するチラ
シの配布

特になし DV及び女性相談支援センターについて
のチラシをイベント等で配布予定。

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、イベント等が中止に
なったため、下半期以降のイベ
ントで配布する。

県内国際交流・協力団体連
絡協議会等でのDVに関する
チラシの配布

特になし

国際交流課

19

（
２
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育
・
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①
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涯
に
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る
人
権
教
育
の
推
進

●学校・保育所・幼稚園
等における人権教育の
推進

私立学校人権教育指導業務
（委託）
・指導員の学校訪問による助
言・指導、校内研修の支援
・私立学校で組織する人権教
育研究協議会の運営支援

　各学校の特色に応じた取組
を尊重しつつ、学校が抱える課
題や求める支援に適切に対応
していくことが必要。

令和２年の実績(９月末現在）
　・研修会　中止３回、実施２回
　（参加者　延　５６人）
　・学校訪問　　延14回（11校）

　・教員間でワークを行う研修では、学校
間の情報交換ができ、教員の視野が広
がっている。
　・研修後のアンケート等で新しい「気づ
きがあった」との意見が多数ある。

・今年度はコロナ禍で年度初め
から研修中止、学校訪問中止が
続いた。
・各学校から参加者があり、全て
の学校に研修内容が伝わってい
る。

私立学校人権教育指導業務
（委託）
・指導員の学校訪問による助
言・指導、校内研修の支援
・私立学校で組織する人権
教育研究協議会の運営支援

　各学校の特色に応じた取組
を尊重しつつ、学校が抱える課
題や求める支援に適切に対応
していくことが必要。

私学・大学支援課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

20

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支援
内容の充実を図る。また、ブ
ロック別研修支援においては
地域におけるミドルリーダーの
育成・活用により、各園の
日々の保育実践及び保育者
としての資質・専門性の向上
を図る。

・親育ち支援啓発事業におけ
る保護者研修や保育者研修
の拡充に向け、継続的に園や
市町村への研修の実施を呼
びかける。
・園内で組織的計画的な親育
ち支援が行われるよう、親育
ち支援担当者の役割を具体
的に明確に提示しながら、担
当者の位置付けを推進すると
ともに、園務分掌での位置付
けを進めていく。

保育所保育指針・幼稚園教育
要領等を踏まえた質の高い教
育・保育の実施に向け、高知県
教育・保育の質向上ガイドライ
ン等を活用した研修支援を行う
必要がある。

・親育ち支援担当者の役割を
認識してもらうためのさらなる
働きかけが必要である。

・園内研修支援事業において124回の研
修支援を行った。うちブロック別研修支
援（26園）では、保育参観に基づくグルー
プ協議を中心に、継続支援を行った。い
ずれの園内研修においても、保育所保
育指針・幼稚園教育要領等や高知県教
育・保育の質向上ガイドラインを活用し、
教育・保育の質の向上につながるよう支
援している。

・親育ち支援啓発事業において、親育ち
支援アドバイザー等による保護者への
研修を18回行った。新型コロナウイルス
感染予防のため、各園において当初計
画していた保護者研修は実施できなかっ
たが、各園で工夫して、保護者に対して
基本的生活習慣を身につけることの大
切さなどについて、お便りやお迎え時に
口頭で伝達することなどが行われた。
・保育者への研修は32回行った。
・昨年度、親育ち支援担当者を配置して
いない園に個別に助言等を行った結果、
親育ち支援担当者の配置率は99.7％
（昨年度比＋22.9％）となっている。

・各園の研修テーマや要望に合
わせた園内研修支援を実施する
とともに、ブロック別研修支援に
おいては担当主事が継続支援
することで、園の課題や状況に
応じた研修等につながっている。

・保護者研修に参加していない
保護者については、保育者に研
修等で意識付けしていくことで、
お便りなどでの伝達等、研修内
容が広げられている。

・ほとんどの園で親育ち支援担
当者が位置付けられ、園全体で
チームとして親育ち支援に取り
組むための仕組みはできたこと
から、今後は支援内容を充実さ
せていく必要がある。

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支
援内容の充実を図る。また、
ブロック別研修支援において
は地域におけるミドルリー
ダーの育成・活用により、各
園の日々の保育実践及び保
育者としての資質・専門性の
向上を図る。

・親育ち支援啓発事業にお
ける保護者研修や保育者研
修の拡充に向け、継続的に
園や市町村に対して研修の
実施を呼びかける。
・園内で組織的計画的な親
育ち支援が行われ、親育ち
支援担当者が園内で役割を
果たせるよう、支援していく。

保育所保育指針・幼稚園教育
要領等を踏まえた質の高い教
育・保育の実施に向け、高知県
教育・保育の質向上ガイドライ
ン等を活用した研修支援を行っ
ているが、全ての園に浸透する
には時間を要すること。

・親育ち支援担当者を中心とし
た園での取組を、必要に応じて
関係機関につなぐとともに、小
学校に確実に引き継ぐ体制を
整備する必要があること。

幼保支援課

21

・人権教育主任連絡協議会の
開催
・虐待に関する校内研修の講
師を人権教育主任や生徒指
導主事等が連携して行う。

・配付資料については、教職員
が理解しやすい内容や、昨年
度と異なる演習の題材を作成
し、継続して取組を行うことがで
きるように配慮する必要があ
る。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、人権教育主任連絡協議会中止し、
オンデマンド研修に変更した。
・虐待に関する研修資料を作成し、公立
小・中・高等学校・特別支援学校に配付
した。
・研修資料を配付することにより、校内研
修で人権教育主任や生徒指導主事等が
連携して講師を務めることができた。

・オンデマンド研修のため、実施
時期の変更や研修内容の精選
に伴い、情報提供や専門性の向
上については十分に図られてい
ない。
・研修の充実や人材育成を目的
として、人権教育主任や生徒指
導主事が管理職等と連携し、研
修講師を務めることにより、教職
員の虐待防止に関する意識の
向上を図った。
・虐待以外に、不登校やいじめ、
ネット、その他の人権課題に関
する研修について取り組んだ学
校もある。

・人権教育主任連絡協議会
の開催
・虐待に関する校内研修の
講師を人権教育主任や生徒
指導主事等が連携して行う。
・虐待、不登校、いじめ、ネッ
トの問題以外の人権課題に
ついての研修資料を作成し、
研修の充実を図る。

・配付資料については、教職員
が理解しやすい内容や、今年
度と異なる演習の題材を作成
し、継続して取組を行うことがで
きるように配慮する必要があ
る。

人権教育・児童生
徒課

22
●対人関係を築くことが
苦手な子どもに配慮し
た教育の実施

・専門人材を活用した校内支
援会の月1回以上の実施の定
着と質的向上を図る。

・SCやSSWの配置拡充及び資
質向上を図る必要がある。

・専門人材を活用した校内支援会を月１
回以上実施し、学校等における相談支
援体制の充実を図るよう周知した。

・１学期末時点での校内支援会
の実施回数やＳＣ、ＳＳＷの活用
率は増えており、児童生徒一人
一人に応じた適切な対応は進ん
でいる。
・専門人材の活用や組織的な支
援体制の充実を図るために、取
組を継続することが重要である。
・勤務経験の浅いＳＣやＳＳＷの
支援力向上に努める必要があ
る。

・専門人材を活用した校内支
援会の月1回以上の実施の
定着と質的向上を図る。

・SCやSSWの配置拡充及び資
質向上を図る必要がある。

人権教育・児童生
徒課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

23

・教育事務所、市町村等と連
携しながら、今年度までの成
果（小中学校における個別の
指導計画を活用した組織的な
指導支援の取組）が継続、さ
らに充実するよう支援。

・教育事務所による小中学校に
対する訪問支援の件数は年々
増加しており、より効果的に必
要な支援を実施するために、教
員の専門性向上や支援の在り
方について検討し、取り組んで
いくことが必要。

・教育事務所による小中学校への訪問
支援実施件数…小80件、中32件
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向け必要な対応を行いつつ、訪問による
支援等各学校の取組充実に向けた支援
を切れ目無く実施できている。

・働き方改革や感染症拡大防止
の観点からも、各学校への訪問
支援以外の専門性向上に向け
た取組の在り方を開発すること
が必要。

・研修用動画のオンデマンド
配信等、専門性向上に向け
た研修環境を整備

・配信した動画が有効に活用さ
れるよう、活用方法も含めた周
知が必要

特別支援教育課

24

人権教育主任研修の実施

※「人権教育主任連絡協議
会」（令和３年度）との統合に
向け、令和２年度の「人権教
育主任研修」の内容について
も「人権教育主任連絡協議
会」の内容と連動させる予定

人権教育主任の組織マネジメ
ント力の向上を図る。

・小中学校人権教育主任研修
・高知県高等学校・特別支援学校人権
教育主任研修

※上記の研修について本年度は集合研
修は実施せず、オンデマンド研修で実施
予定。
　オンデマンド研修配信期間
　・小中学校人権教育主任研修
　　（10/12～12/10）
　・高知県高等学校・特別支援学校
　　人権教育主任研修
　　（12/11～２/９）

※オンデマンド研修配信中 ・Ｒ3年度より人権教育主任
連絡協議会（人権教育・児童
生徒課主催）と統合予定

教育センター
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた人
権問題の啓発を行うよう働き
かける。
・市町村の参考になる広報文
案の作成と早期の情報提供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは市町村のため、
実際に広報誌に掲載する市町
村は少ない。

・市町村の参考になる広報文案の作成と
情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談
窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた
人権問題の啓発を行うよう働
きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは市町村のため、
実際に広報誌に掲載する市町
村は少ない。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高めるか。

県民生活・男女共
同参画課

26

●研修会等への講師派遣の
広報と実施

派遣要請が極めて少ない ・高知県家庭相談員連絡協議会での研
修会の実施
・高知市子ども家庭支援センターでの研
修会の実施

・県民に対し、DV防止に向けた
広報・啓発及びＤＶ被害者の早
期発見・早期対応への協力依頼
ができた。

●研修会等への講師派遣の
広報と実施

派遣要請が極めて少ない

女性相談支援セン
ター

27

●ＤＶ防止等の研修を出前講
座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につなが
る啓発や広報

（上半期未実施） ー ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につなが
る啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

28

・様々な人権課題の研修にお
いて、DVや虐待の情報提供を
行う。
・市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会を新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため
中止

・ＤＶや虐待の予防につながる
ように、研修内容や配付資料を
作成する必要がある。

・社会教育主事等研修及び市町村人権
教育・啓発担当者研修会（8/18）を実施
し、ヘイトスピーチに関する外国人の人
権についての情報提供を行い、市町村
における取組の推進を促した。
・市町村におけるヘイトスピーチについて
の研修実績は少なく、参加者の理解を
深める機会となった。
・市町村役場等における研修（5市町村）
「災害と人権」「コロナ禍における人権侵
害」「同和問題」「人権全般」（10月末現
在）
・研修後のアンケート回答において、参
加者が事象について自分事と捉え、家
族や周囲の人に研修内容を伝えようとす
る意欲も見られた。

・県民に身近な11の人権課題の
研修において、DVや虐待との関
連についての情報提供を行うこ
とにより、様々な人権課題と密接
していることへの認識を深め、多
面的な視野から防止について考
えることができる。

・県民に身近な11の人権課
題の研修において、DVや虐
待の情報提供を行う。

・ＤＶや虐待の予防につながる
ように、研修内容や配付資料を
作成する必要がある。

人権教育・児童生
徒課

29

・ＤＶ防止等、人権啓発研修の
実施
・講演会、イベント、季刊誌、
ホームページ等で講師派遣事
業についての広報を行う

・ＤＶ防止が研修課題とされる
かは研修実施団体等の判断に
よるところが大きい。

・講師派遣等事業
　【アウトプット】
　「女性の人権」に係る研修へ講師を派
遣：0回　受講者数：0人（9月末現在）

・「DV防止」をテーマにした講師
派遣依頼はなかったが、他の人
権課題がテーマであっても、研
修の中（例えば「人権クイズ」）
で、女性の視点からの研修も取
り入れるよう工夫していく予定で
ある。

・ＤＶ防止等、人権啓発研修
を実施する。
・地域からオンライン研修の
依頼があった場合は対応し
ていく。
・講演会、イベント、ホーム
ページ等で講師派遣事業に
ついての広報を行う。

・ＤＶ防止が研修課題とされる
かは研修実施団体等の判断に
よるところが大きい。

人権啓発センター
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●地域におけるＤＶ防止
をはじめとする人権教
育の研修の実施

8



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

30

商工部門や業界団体と連携し
て、啓発の実施や協力の依頼
を行う。

特に無し ・包括協定連携企業に対し、ＤＶ相談
カードの設置依頼と配布を行った。

・協力企業の拡充 商工部門や業界団体と連携
して、啓発の実施や協力の
依頼を行う。

効果的な広報の仕方を考える
必要がある。

県民生活・男女共
同参画課

31

●研修会等への講師派遣の
広報と実施

派遣要請にいたらない ― ― ●研修会等への講師派遣の
広報と実施

派遣要請にいたらない

女性相談支援セン
ター

32

●ＤＶ防止等の研修を出前講
座により実施

・ＤＶ防止研修の実施につなが
る啓発や広報

（上半期未実施） ー ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止研修の実施につなが
る啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

33

・ＤＶ防止等、人権啓発研修の
実施
・講演会、イベント 、季刊誌、
ホームページ等で講師派遣事
業について広報を行う

・ＤＶ防止が研修課題とされる
かは研修実施団体等の判断に
よるところが大きい。

・講師派遣等事業
　【アウトプット】
　「女性の人権」および「職場のハラスメ
ント」に係る企業等の研修へ講師を派
遣：５回　受講者数：84人（9月末現在）

　【アウトカム】
　アンケート結果
　「今日の研修で今後の生活や仕事に
活かせることがあったか」について「けっ
こうあった」と「あった」と回答した割合
92％

・「DV防止」をテーマにした講師
派遣依頼は少ないが、「女性の
人権」や「ハラスメント」、「災害と
人権」等をテーマとした人権課題
の中でも女性の視点を取り入れ
た研修を行えている。

・ＤＶ防止等、人権啓発研修
を実施する。
・企業等からオンライン研修
の依頼があった場合は対応
していく。
・講演会、イベント、ホーム
ページ等で講師派遣事業に
ついての広報を行う。

・ＤＶ防止が研修課題とされる
かは研修実施団体等の判断に
よるところが大きい。

人権啓発センター
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●職域におけるＤＶ防止
をはじめとする人権教
育の研修の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

34

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアップ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

35

●ソーレ情報紙やホームペー
ジ、メールマガジン等を活用し
た意識啓発

・ＤＶについて県民の関心を高
めるためさらに情報の充実を図
る必要がある。

ホームページの更新頻度に留意すること
で、県民の意識啓発につなげた。
・5月から新たにTwitterを開始するなど
SNSを充実し、DV防止関連情報の発信
に努めた。

より一層ホームページ、その他
の情報の充実を図る。

●ソーレ情報紙やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した意識啓発

・ＤＶについて県民の関心を高
めるためさらに情報の充実を図
る必要がある。

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

36

・ポスター掲示（人権啓発電
車・バス・列車運行事業）、新
聞掲載、季刊誌やＨＰ等を活
用した啓発活動の実施

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容 も
を含んだ広報活動が む必要 が
である。

【アウトプット】
　路面電車１両全てに人権啓発ポスター
を掲示（「ポスタージャック」）

上半期6/20～7/20
・「大丈夫？これもDVです！！」（こうち
男女共同参画センター ソーレ）
・「CORAL　CALL」（性暴力被害者サ
ポートセンターこうち）
・「女性の人権ホットライン」（法務省人権
擁護局等）

・県民生活・男女共同参画課、法
務局等から広報素材の提供を受
け、啓発活動を毎年着実に実施
できている。

・ポスター掲示（人権啓発電
車・バス・列車運行事業）、新
聞掲載、季刊誌やＨＰ等を活
用した啓発活を実施する。
・新たに開設する「特設WEB
サイト」も活用し、効果的な広
報を行っていく。

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容も
を含んだ広報活動が必要であ
る。

人権啓発センター

37
●市町村等関係機関・
団体への広報・意識啓
発実施の働きかけ

・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた人
権問題の啓発を行うよう働き
かける。
・市町村の参考になる広報文
案の作成と早期の情報提供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは市町村のため、
実際に広報誌に掲載する市町
村は少ない。

・市町村の参考になる広報文案の作成と
情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談
窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、地
域住民に対してDVを含めた
人権問題の啓発を行うよう働
きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは各市町村のた
め、実際に広報誌に掲載され
る市町村は少ない。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高めるか。

県民生活・男女共
同参画課
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●広報紙、テレビ、ラジ
オ、ホームページ等多
様な広報媒体を活用し
た意識啓発
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

38

●民間支援団体と連携した広
報・啓発、相談カードの作成・
配布
●啓発用ポスターの作成・掲
示
●「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25日）」
を中心とした啓発の実施

・ＤＶ防止への理解の有無や展
示スペース等の問題により、配
布先の新規開拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支援
団体）と連携した相談カードの作成
（23,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓
発用素材（ポケットティッシュ、チラシ等）
の配布（街頭キャンペーンの実施）は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止。

・ターゲットの手に広く行き渡る
ための配布方法の検討が必要。

●民間支援団体と連携した
広報・啓発、相談カードの作
成・配布
●啓発用ポスターの作成・掲
示
●「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

・ＤＶ防止への理解の有無や展
示スペース等の問題により、配
布先の新規開拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

39

●リーフレット等の配布先の
新規開拓

― ― ― ●リーフレット等の配布先の
新規開拓

―

女性相談支援セン
ター

40

●啓発パネルの掲示や貸出
し、啓発誌やリーフレット等の
配布による意識啓発

・ＤＶ相談窓口カード等の配布
先の拡充やＤＶ啓発誌や啓発
パネルの活用

・ソーレ館内、出前講座や会場等でパン
フレットを配布。
・DV、デートDVの啓発パネルの貸出し
（４件）

・意識啓発のため、さまざまな機
会をとらえ、啓発パネルの掲示
や啓発誌等を配布していく。

●啓発パネルの掲示や貸出
し、啓発誌やリーフレット等の
配布による意識啓発

・ＤＶ相談窓口カード等の配布
先の拡充やＤＶ啓発誌や啓発
パネルの活用

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

41

●庁舎内でポスター、パンフ
レット、啓発カード等を利用し
た啓発をする。（安芸）
●研修会等でリーフレットや
カード等の配布を継続して行
う(中央西・中央東）
●機会を通じ、福祉保健所研
修会でDV防止のリーフレット
を配布し意識啓発を実施す
る。（須崎）
●庁舎内に、DVに関するカー
ドやポスターを配置し啓発（幡
多）

●リーフレットやカードを配布す
るだけで無く広く一般に広めて
もらえるように活用方法の周知
が必要。（須崎）
●母子担当だけでなく、高齢者
や障害分野等と連携した啓発
が必要（中央西）

●庁舎内でポスター掲示、庁舎の個室ト
イレにDV啓発カード等を設置した。（安
芸）
●庁舎内のポスター掲示とトイレにＤＶ
啓発カード等を継続して設置した。（須
崎）
●DVに関するカードを庁舎内トイレ等に
設置しリーフレット、ポスターを掲示。（中
央東）
●福祉保健所の窓口にリーフレットを設
置した。(中央西）
●庁舎内にポスターやカードを掲示（幡
多）

●来庁者や職員に向けた啓発
ができた。（安芸）
●外部からの来庁者は少ないた
め、主として職員向けへの周知
となっている。（須崎）
●窓口にリーフレット設置しただ
けでは、啓発は難しい。(中央西）
●機械を捉えて啓発を行うこと
ができた（幡多）

●庁舎内でポスターやパンフ
レット、啓発カード等を活用し
啓発を継続する。（安芸）
●庁舎内のポスター掲示とト
イレにカード設置、機会を通
じてDV防止のリーフレットを
配布し意識啓発を実施する。
（中央東、須崎）
●研修会等でリーフレットや
カード等の配布を継続して行
う(中央西）
●庁舎内に、DVに関する
カードやポスターを配置し啓
発（幡多）

●広く一般に広めてもらえるよ
うに活用方法の周知が必要。
（須崎）
●母子担当だけでなく、高齢者
や障害分野等と連携した啓発
が必要（中央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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42

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
　・高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動　
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

43

●「女性に対する暴力をなくす
運動」期間に、関係機関・団体
と連携した集中的な広報・啓
発の実施

連携の取ることのできる民間団
体が少ない

― ― ●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間に、関係機関・
団体と連携した集中的な広
報・啓発の実施

連携の取ることのできる民間団
体が少ない

女性相談支援セン
ター

44

●館内での企画展示や関係
機関との共催によるＤＶ防止
啓発講演会の開催及び広報
活動

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間中のより効果的な啓発
活動と講演会への参加者の拡
充

（上半期未実施） ー ●館内での企画展示や関係
機関との共催によるＤＶ防止
啓発講演会の開催及び広報
活動

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間中のより効果的な啓発
活動と講演会への参加者の拡
充

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

45

●「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25日）
に合わせ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施する。

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民全体に向け、「DVを許
さない」というメッセージを発信
していくことが必要である。

・未実施（9月末現在） - ・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25
日）に合わせ、人権啓発電車
等を活用した啓発を実施す
る。

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民全体に向け、「DVを許
さない」というメッセージを発信
していくことが必要である。

人権啓発センター
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●「女性に対する暴力を
なくす運動」期間を中心
とした関係機関・団体と
連携した集中的な広報・
啓発の実施
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46

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

・広報用名刺大カードを県内の全高校、
私立及び県立、高知市立中学校に配
布。（６月：約３万枚）
・デートDVについて記載した思春期ハン
ドブックを県内全高校の１年生に配布（６
月：約6.6千部）するとともに、性に関する
専門講師派遣事業や学校等で実施する
性教育の授業等で活用。
・今年度すでに配布した高校１年生以外
の学年や中学校、市町村保健師、助産
師等から思春期ハンドブックの活用希望
があれば配布。

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

健康対策課

47

引き続き各地域包括支援セン
ターなども含めた相談機能を
周知する。

より多くの県民への周知 ・高齢者総合相談での相談受付件数：
292件（9月末時点）
・認知症コールセンターへの相談件数：
244件（9月末時点）
・新聞、テレビ、ラジオに加え、県及び県
社会福祉協議会（委託先）ホームペー
ジ、広報誌への掲載。行政や高齢者介
護施設・事業所、銀行、量販店等でリー
フレットを配布。
・認知症サポーター養成講座等でパンフ
レットやチラシを配布

固定相談者の入院等により昨年
度に比べ相談件数は減少してい
るが、高齢者虐待など権利擁護
に関する相談が継続的に寄せら
れている。（9月末時点）
・認知症コールセンターの相談
件数は昨年度に比べ、100件増
加している。

引き続き各地域包括支援セ
ンターなども含めた相談機能
を周知する。

より多くの県民への周知

高齢者福祉課

48

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行い、各種窓口における
広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●相談窓口である市町村担当者等を対
象とした障害者虐待防止研修の実施に
向けた内容の協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行い、各種窓口に
おける広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

49

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び配
偶者暴力支援センターの紹介

特になし 外国人の生活相談235件の中にDVに関
係する相談は0件であった。
（R2.9.31時点）

DVに関する相談者に対してDV
及び女性相談センターのチラシ
を配布することで、広報・啓発を
継続していく必要がある。

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び
配偶者暴力支援センターの
紹介

特になし

国際交流課
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●若者や高齢者、障害
者、外国人等を対象とし
た各種相談窓口でのDV
に関する広報・啓発の
実施
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50

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
・高知城パープルライトアップ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

51

●ソーレ情報紙やホームペー
ジ、メールマガジン等を活用し
た広報・啓発

・デートＤＶについて県民の関
心を高めるためさらに情報の充
実を図る必要がある。

ホームページの更新頻度に留意すること
で、県民の意識啓発につなげた。
・5月から新たにTwitterを開始するなど
SNSを充実し、DV防止関連情報の発信
に努めた。

より一層ホームページ、その他
の情報の充実を図る。

●ソーレ情報紙やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した広報・啓発

・デートＤＶについて県民の関
心を高めるためさらに情報の充
実を図る必要がある。

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

52

・ポスター掲示（人権啓発電
車・バス・列車運行事業）、新
聞掲載、季刊誌やＨＰ等を活
用した啓発活動の実施

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民全体に向け、「DVを許
さない」というメッセージを発信
していくことが必要である。

・若年層に有効なSNSを活用し
た取組も必要である。

【アウトプット】
　路面電車１両全てに人権啓発ポスター
を掲示（「ポスタージャック」）

上半期6/20～7/20
・「大丈夫？これもDVです！！」（こうち
男女共同参画センター ソーレ）
・「CORAL　CALL」（性暴力被害者サ
ポートセンターこうち）
・「女性の人権ホットライン」（法務省人権
擁護局等）

・学生が利用する電車やバスを
活用し、啓発活動を実施すること
ができた。
・今後は、若年層を意識した広
報ツール（新たに開設する「特設
WEBサイト」やSNS）も活用し、取
組を強化していく必要がある。

・ポスター掲示（人権啓発電
車・バス・列車運行事業）、新
聞掲載、季刊誌やＨＰ等を活
用した啓発活動を実施する。
・新たに開設する「特設WEB
サイト」やSNSも活用し、効果
的な広報を行っていく。

・DVの被害者、当事者だけでな
く、県民全体に向け、「DVを許
さない」というメッセージを発信
していくことが必要である。

人権啓発センター
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た広報・啓発の実施
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　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

53

●啓発パネルの掲示や貸出
し、啓発誌やリーフレット等の
配布による広報・啓発

・デートＤＶパンフレットの配布
先拡充と啓発パネルの活用

・ソーレ館内、出前講座や会場等でパン
フレットを配布。
・DV、デートDVの啓発パネルの貸出し
（４件）

・意識啓発のため、さまざまな機
会をとらえ、啓発パネルの掲示
や啓発誌等を配布していく。

●啓発パネルの掲示や貸出
し、啓発誌やリーフレット等の
配布による広報・啓発

・デートＤＶパンフレットの配布
先拡充と啓発パネルの活用

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

54

○「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25日）」
を中心とした啓発の実施
・民間支援団体と連携した広
報・啓発素材、相談カードの作
成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や展
示スペース等の問題により、配
布先の新規開拓・拡大が困難

・女性保護対策協議会（民間女性支援
団体）と連携した相談カードの作成
（23,500枚）及び配布
・例年実施している、国際ソロプチミスト
と連携した広報・啓発用素材（ポケット
ティッシュ、チラシ等）の配布（街頭キャン
ペーンの実施）は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため中止。

・ターゲットの手に広く行き渡る
ための配布方法の検討。

○「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
・民間支援団体と連携した広
報・啓発素材、相談カードの
作成・配布

・広報物の配布先の新規開拓
を検討する必要がある。

県民生活・男女共
同参画課

55

●デートＤＶ防止等の研修を
出前講座等により実施

・中学・高校・大学等の教育機
関における予防教育の必要性
に関する認識不足を解消する
ための啓発や広報

県内の高等学校の学生を対象にデート
DVに関する研修を実施。（１件26名）

講座依頼数の拡大に向けて周
知を図る。

●デートＤＶ防止等の研修を
出前講座等により実施

・中学・高校・大学等の教育機
関における予防教育の必要性
に関する認識不足を解消する
ための啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

56

・様々な人権課題の研修にお
いて、DVや虐待の情報提供を
行う。

・ＤＶや虐待の予防につながる
ように、研修内容や配付資料を
作成する必要がある。

・専門学校研修「障害者・ネット問題（1
校）」
・ＰＴＡ研修「性的指向・性自認（２校）」
・中高生・保護者研修「性的指向・性自
認（１市）」（10月末現在）
・「性的指向・性自認」についての研修依
頼が増えている。

・授業や研修の依頼内容によ
り、ＤＶや虐待を中心とした研修
内容にはならないが、研修の冒
頭等に今日の気になる人権侵害
の事象として、ＤＶや虐待の事例
を加えることで、多面的な情報提
供ができる。
・「性的指向・性自認」について
の県民の関心が高まっているの
ではないかと考える。

・「女性、子ども、高齢者」以
外の人権課題の研修におい
ても、DVや虐待の情報提供
を行う。

・ＤＶや虐待の予防につながる
ように、研修内容や配付資料を
更新し、作成する必要がある。

人権教育・児童生
徒課（主）
小中学校課
高等学校課
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●リーフレット等の作成
及び配布による広報・啓
発の実施

●中高生、大学生及び
保護者を対象とした授
業及び研修の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標
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組
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

57

・人権教育主任連絡協議会の
開催
・虐待に関する校内研修の講
師を人権教育主任や生徒指
導主事等が連携して行う。

・配付資料については、教職員
が理解しやすい内容や、昨年
度と異なる演習の題材を作成
し、継続して取組を行うことがで
きるように配慮する必要があ
る。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、人権教育主任連絡協議会中止し、
オンデマンド研修に変更した。
・虐待に関する研修資料を作成し、公立
小・中・高等学校・特別支援学校に配付
した。
・研修資料を配付することにより、校内研
修で人権教育主任や生徒指導主事等が
連携して講師を務めることができた。

・オンデマンド研修のため、実施
時期の変更や研修内容の精選
に伴い、情報提供や専門性の向
上については十分に図られてい
ない。
・研修の充実や人材育成を目的
として、人権教育主任や生徒指
導主事が管理職等と連携し、研
修講師を務めることにより、教職
員の虐待防止に関する意識の
向上を図った。
・虐待以外に、不登校やいじめ、
ネット、その他の人権課題に関
する研修について取り組んだ学
校もある。

・人権教育主任連絡協議会
の開催
・虐待に関する校内研修の
講師を人権教育主任や生徒
指導主事等が連携して行う。
・虐待、不登校、いじめ、ネッ
トの問題以外の人権課題に
ついての研修資料を作成し、
研修の充実を図る。

・配付資料については、教職員
が理解しやすい内容や、今年
度と異なる演習の題材を作成
し、継続して取組を行うことがで
きるように配慮する必要があ
る。

人権教育・児童生
徒課

58

11の人権課題を取り上げる研
修（各課題について5年間で2
回以上実施予定）等をとおし
て、DVを含めた女性の人権に
関する研修を計画する。（R2
年度は「男女共同参画と多様
性の視点から考える”誰一人
取り残さない”社会」との演題
で実施予定）

研修のねらいから、ＤＶ防止に
特化した研修にすることは難し
い。また、学校現場で研修内容
が生かされるよう講師との綿密
な打合せが不可欠である。

・人権教育セミナーⅡ期（８/24）において
「男女共同参画と多様性の視点から考え
る”誰一人取り残さない”社会」と題し、講
師の専門的な知見を踏まえた講義・演習
を実施。
・受講者　24名
・ＳＤＧｓ（目標４・５）を踏まえ、ジェンダー
平等に関する内容等を確認でき、ＤＶの
未然防止に向けた人権学習等に生かさ
れることが期待される。

・受講者アンケート（４件法）によ
ると「新しい情報を得ることがで
きたか」は「3.8」、「学校・学級で
の教育実践に生かせる内容でし
たか」は「3.6」と高評価であり、研
修のねらいはおおむね達成でき
たと考える。

・11の人権課題を取り上げる
研修（各課題について５年間
で２回以上実施予定）等をと
おして、ＤＶ防止につながる
人権感覚を高める研修を計
画する。

研修のねらいから、ＤＶ防止に
特化した研修にすることは難し
い。また、学校現場で研修内容
が生かされるよう講師との綿密
な打合せが不可欠である。

教育センター

59

●デートＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・中学・高校・大学等の教育機
関における予防教育の必要性
に関する認識不足を解消する
ための啓発や広報

（上半期未実施） ー ●デートＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・中学・高校・大学等の教育機
関における予防教育の必要性
に関する認識不足を解消する
ための啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

60

●思春期相談センター
「ＰＲＩＮＫ」における若者
を対象とした広報・啓発
の実施

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

・広報用名刺大カードを県内の全高校、
私立及び県立、高知市立中学校に配
布。（６月：約３万枚）
・デートDVについて記載した思春期ハン
ドブックを県内全高校の１年生に配布（６
月：約6.6千部）するとともに、性に関する
専門講師派遣事業や学校等で実施する
性教育の授業等で活用。
・今年度すでに配布した高校１年生以外
の学年や中学校、市町村保健師、助産
師等から思春期ハンドブックの活用希望
があれば配布。

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

健康対策課
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●教職員を対象としたＤ
Ｖ防止をはじめとする人
権教育の研修の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
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取組の内容
担当課室又は
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61
●現場警察官の加害者
への対応能力の向上

・各種研修の実施。
・専科教養におけるDV授業の
実施。
・DV担当者による専科教養へ
の入校。
・突発事案等により教養がで
きない場合は、巡回指導や資
料配付等により、補完措置を
図る。

・警察官によるDV加害者への
対応能力向上のための効果的
な教養の実施。

・県下12署への巡回指導（6月中）におい
て、DV担当者への教養を行った。
・人身安全関連事案対策専科（7/13～
7/17）、生活安全任用科（10/6）におい
て、DV担当者への教養を行った。
・各種教養により、DV加害者への対応能
力の向上を図った。

・各種教養により、DV加害者へ
の対応能力の向上が図れた。

・各種研修の実施。
・専科教養におけるDV授業
の実施。
・DV担当者による専科教養
への入校。

・警察官によるDV加害者への
対応能力向上のための効果的
な教養の実施。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

62
●保護命令が出された
加害者に対する警告の
実施

・保護命令が発令された直後
に加害者へ接触し、保護命令
が発令された事実の確認及び
指導警告を実施。

・加害者と接触出来なかった場
合における、同人に対する発令
事実の確認及び指導警告。
・対応する警察官の選定。

・保護命令が出された加害者全員に対
し、発令事実の確認及び指導警告を実
施した。
・署と本部が連携の上、対応する警察官
を選定し、適切に対応した。
・加害者に対する発令事実の確認及び
指導警告により、犯行の抑止を図るとと
もに、保護命令違反があった際における
加害者の犯意の立証を図った。

・加害者に対する発令事実の確
認及び指導警告により、犯行の
抑止が図れるとともに、保護命
令違反があった際における加害
者の犯意の立証が図れた。

・保護命令が発令された直
後に加害者へ接触し、保護
命令が発令された事実の確
認及び指導警告を実施。

・加害者と接触出来なかった場
合における、同人に対する発令
事実の確認及び指導警告。
・対応する警察官の選定。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

63

●「男性のための悩み相談」
の実施

・一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・設
置先の新規開拓

・引き続き、相談カードの配布等を行っ
た。

・広く継続的に相談窓口の周知
を図ることが必要。

●「男性のための悩み相談」
の実施

・一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・設
置先の新規開拓

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

64

●専門性を生かした相談支援
の実施

●関係機関との継続的な連携 ●精神保健福祉センターでの面接相談9
件（実数）のういち、加害者からの相談4
件（9月末時点）

個別面接による心理的サポート 専門性を生かした相談支援
の実施

関係機関との継続的な連携

精神保健福祉セン
ター
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●加害者を対象とした
各種相談の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組
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65
●加害者を対象とした
各種相談の実施

●加害者に精神疾患が疑わ
れる場合は「心の健康相談」
を紹介する。また課題を抱え
た家族支援では、ＤＶの発見
と相談への繋ぎを意識する。
（安芸）
●精神的なアプローチが必要
な場合には「心の健康相談」
や専門職につなげる。(中央
東）
●必要に応じ嘱託医相談や
専門職の相談に繋げる。また
「心の健康相談」の利用につ
いて市町村への周知を行う
(中央西）
●相談事例には必要に応じて
専門職につなげる。（須崎）

●加害者のＤＶの自覚が低く、
相談に繋がりにくい。（安芸）
●啓発活動の評価及び検討が
必要(中央西）
●加害者相談機関であること
の周知と相談があった場合の
連携方法を検討する必要があ
る。（須崎）

●心の健康相談は実施なし。（安芸）
●ＤＶの加害者からの相談はない。（須
崎）
●現時点では相談対応事例なし。（中央
東）
●専門職の相談につなげる事例がな
かった。(中央西）

●加害者から相談がなく、注意
が対象者を把握して紹介するこ
とも難しい。加害者支援の方法
がほとんどない。（安芸）
●加害者からの相談機関として
周知がされていない。（須崎）

●「心の健康相談」について
周知を行う。必要に応じ専門
職の相談に繋げる。（安芸）
●相談事例は必要に応じて
専門職につなげる。（須崎）
●必要に応じ嘱託医相談や
専門職の相談に繋げる。ま
た「心の健康相談」の利用に
ついて市町村への周知を行
う(中央西）

●加害者相談機関であること
の周知が必要。また、加害者
本人の自覚が低く、相談に繋
がりにくい。（安芸）
●加害者相談機関であること
の周知が必要。（須崎）
●啓発活動の評価及び検討が
必要(中央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

66

・ソーレ広報誌でのＤＶ防止の
意識啓発及び男性相談窓口
を周知する相談カード（女相作
成、ソーレ作成）の配布等
・加害者に対する意識啓発の
ため、相談員のスキルアップ
研修の実施

一般相談や男性相談窓口を周
知する相談カードの配布・設置
先の新規開拓

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
・「女性に対する暴力をなくす運動」期間
中の啓発活動を通して、男性相談窓口
の周知を図る。
　・ラジオ対談でソーレの男性相談窓口
の周知を図る予定。（11/17）
　・男性相談窓口を記載した啓発ポス
ターを掲示（路線バス40台、バス待合所
３ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

・ソーレ広報誌でのＤＶ防止
の意識啓発及び男性相談窓
口を周知する相談カード（女
相作成、ソーレ作成）の配布
等
・加害者に対する意識啓発
のため、相談員のスキルアッ
プ研修の実施

一般相談や男性相談窓口を周
知する相談カードの配布・設置
先の新規開拓

県民生活・男女共
同参画課

67

●啓発パネルの掲示、啓発誌
やリーフレット等の配布による
意識啓発と相談カードの配布
等による相談窓口の周知

・一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・設
置先の新規開拓

・ソーレ館内、出前講座や会場等でパン
フレットを配布。
・DV、デートDVの啓発パネルの貸出し
（４件）

・意識啓発のため、さまざまな機
会をとらえ、啓発パネルの掲示
や啓発誌等を配布していく。

●啓発パネルの掲示、啓発
誌やリーフレット等の配布に
よる意識啓発と相談カードの
配布等による相談窓口の周
知

・一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・設
置先の新規開拓

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

68

●関係機関を通じての相談窓
口の周知及び関係機関への
情報提供

●関係機関への周知、情報提
供

●加害者からの相談のうち1件は新規相
談で関係機関からの紹介
●関係機関からの相談のうち加害者に
関する相談はなかった

相談に関しては個別対応 関係機関を通じての相談
窓口の周知及び関係機関へ
の情報提供

関係機関への周知、情報提供

精神保健福祉セン
ター

69

国や他県の情報収集 加害者更生プログラムが発展
途上にあるため、プログラムに
関する情報を注視していく。

関係団体含め国や他県の情報収集に努
めた。

加害者更生プログラム自体が新
しい取組であり、効果が国等に
より検証されている段階のため、
情報収集の必要がある。

国や他県の情報収集 加害者更生プログラムが発展
途上にあるため、プログラムに
関する情報を注視していく。

県民生活・男女共
同参画課

70

●国や他県等の情報収集 ・情報の充実と人員不足の解
消

・国等からの情報の収集に努め、ホーム
ページ、SNSで関連情報を発信した。

・SNSを活用することで、情報発
信の頻度が高まった。

●国や他県等の情報収集 ・情報の充実と人員不足の解
消

男女共同参画セン
ター「ソーレ」
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●加害者に対するＤＶ
防止の意識啓発と相談
窓口の周知

●加害者更生プログラ
ムに関する情報の収集
と対応の検討
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

71

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
　・高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

（下半期に分析・検証予定） 「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

72

●ソーレ情報紙やホームペー
ジ、メールマガジン等を活用し
た周知

・ＤＶについて県民に十分知ら
れていない

・ホームページやSNSを通じて、DV防止
の啓発とともに、相談窓口として紹介し
た。

・SNSを活用することで、情報発
信の頻度が高まった。

●ソーレ情報紙やホーム
ページ、メールマガジン等を
活用した周知

・ＤＶについて県民の関心を高
めるためさらに情報の充実を図
る必要がある。

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

73

●「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25日）
に合わせ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施する。

・被害者、当事者だけでなく、県
民に広く啓発する内容も含む
必要がある。

・未実施（9月末現在） ・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25
日）に合わせ、人権啓発電車
等を活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでなく、県
民に広く啓発する内容も含む
必要がある。

人権啓発センター
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●広報紙、テレビ、ラジ
オ、ホームページ等多
様な広報媒体を活用し
た周知
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

74

○「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25日）」
を中心とした啓発の実施
・民間支援団体と連携した広
報・啓発素材、相談カードの作
成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や展
示スペース等の問題により、配
布先の新規開拓・拡大が困難

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
・女性保護対策協議会（民間女性支援
団体）と連携した相談カードの作成
（23,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓
発用素材（ポケットティッシュ、チラシ等）
の配布（街頭キャンペーンの実施）は新
型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止。

（下半期に分析・検証予定） ○「女性に対する暴力をなく
す運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施
・民間支援団体と連携した広
報・啓発素材、相談カードの
作成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や展
示スペース等の問題により、配
布先の新規開拓・拡大が困難

県民生活・男女共
同参画課

75

●リーフレット等を作成し、会
議や研修会での配布による広
報啓発
●「女性に対する暴力をなくす
運動」期間における民間支援
団体と連携した集中的な広報
啓発
●ホームページでの相談先の
周知

― ― ― ●リーフレット等を作成し、会
議や研修会での配布による
広報啓発
●「女性に対する暴力をなく
す運動」期間における民間支
援団体と連携した集中的な
広報啓発
●ホームページでの相談先
の周知

―

女性相談支援セン
ター

76

●啓発誌やリーフレット等の
配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の配布
先の拡充やＤＶ啓発誌や啓発
パネルの活用

・啓発誌やリーフレット等に相談窓口とし
て記載して配布し、周知を図った。

・SNSなど多様なメディアとリンク
させることで情報が充実した。

●啓発誌やリーフレット等の
配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の配布
先の拡充やＤＶ啓発誌や啓発
パネルの活用に併せ、多様な
メディアとリンクして情報発信を
図る。

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

77

●「女性に対する暴力を
なくす運動」期間を中心
とした、関係機関・団体
と連携した集中的な周
知の実施

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
　・高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
○高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活･男女共
同参画課

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

（
１

）
相
談
窓
口
の
周
知
と
相
談
に
つ
な
げ
る
体
制
整
備

①
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知

●リーフレット等を活用
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
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標

取
組
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

78

●民間支援団体と連携した、
チラシ等の事業所等のトイレ
への設置及び街頭配布

― ― ― ●民間支援団体と連携した、
チラシ等の事業所等のトイレ
への設置及び街頭配布

―

女性相談支援セン
ター

79

●館内での企画展示や関係
機関との共催によるＤＶ防止
啓発講演会の開催及び広報
活動

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間中のより効果的な啓発
活動と講演会への参加者の拡
充

（上半期未実施） ー ●館内での企画展示や関係
機関との共催によるＤＶ防止
啓発講演会の開催及び広報
活動

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間中のより効果的な啓発
活動と講演会への参加者の拡
充

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

80

●「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25日）
に合わせ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施する。

・被害者、当事者だけでなく、県
民に広く啓発する内容も含む
必要がある。

・未実施（9月末現在） ・「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25
日）に合わせ、人権啓発電車
等を活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでなく、県
民に広く啓発する内容も含む
必要がある。

人権啓発センター

81

●市町村等関係機関・
団体・企業等の広報媒
体を活用した周知実施
の働きかけ

●市町村・関係機関の広報等
を通じて、地域住民に対して
DVを含めた人権問題の啓発
を行うよう働きかける。
●市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは市町村のため、
実際に広報誌に掲載される市
町村は少ない。

・市町村の参考になる広報文案の作成と
情報提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談
窓口の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

●市町村・関係機関の広報
等を通じて、地域住民に対し
てDVを含めた人権問題の啓
発を行うよう働きかける。
●市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報提
供

・広報紙に掲載するかどうかを
判断するのは市町村のため、
実際に掲載される市町村は少
ない。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高めるか。

県民生活・男女共
同参画課
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●「女性に対する暴力を
なくす運動」期間を中心
とした、関係機関・団体
と連携した集中的な周
知の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

82

●様々な広報資料を活用した
周知

・相談窓口での新たな周知方
法の検討

・啓発チラシや相談カードによる窓口の
周知を行った。

・相談窓口の周知は、啓発資料
等によって周知を行った。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料を活用し
た周知

・当課への直接の来所相談の
事例が少ないため、周知方法
が間接的になりがち。

県民生活・男女共
同参画課

83

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

・広報用名刺大カードを県内の全高校、
私立及び県立、高知市立中学校に配
布。（６月：約３万枚）
・デートDVについて記載した思春期ハン
ドブックを県内全高校の１年生に配布（６
月：約6.6千部）するとともに、性に関する
専門講師派遣事業や学校等で実施する
性教育の授業等で活用。
・今年度すでに配布した高校１年生以外
の学年や中学校、市町村保健師、助産
師等から思春期ハンドブックの活用希望
があれば配布。

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

健康対策課

84

高齢者総合相談を実施し、必
要な場合は関係機関と連携す
る。

－ ― ― 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と連
携する。

-

高齢者福祉課

85

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行い、各種窓口における
広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行い、各種窓口に
おける広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課
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●各種相談機関の相談
窓口での周知

22



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

86

・国際交流課と連携した、チラ
シ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチラ
シ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国人
や高齢者などには対応できな
い部分がある。

上半期実績なし。 上半期実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチラ
シ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国人
や高齢者などには対応できな
い部分がある。

県民生活・男女共
同参画課

87

現在DV被害者支援用の外国
語版パンフレットはないが、関
係機関が作成する場合はCIR
が翻訳で協力可能

パンフレットがない DV及び女性相談支援センターについて
のチラシをイベント等で配布予定。
→外国語パンフレットの作成について
は、翻訳依頼なしのため実施していない

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、イベント等が中止に
なったため、下半期以降のイベ
ントで配布する。

現在DV被害者支援用の外
国語版パンフレットはない
が、関係機関が作成する場
合はCIRが翻訳で協力可能

パンフレットがない

国際交流課

88

●警察と配偶者暴力相談支
援センターとの十分な連携の
ための意見交換や情報共有
の実施

― ・警察職員への研修　 ・緊急時の連絡確認、受け入
れ、個別ケースの情報共有がス
ムーズにできるようになった

●警察と配偶者暴力相談支
援センターとの十分な連携の
ための意見交換や情報共有
の実施

―

女性相談支援セン
ター

89

・女性相談支援センターが開
催する意見交換会への出席。
・DV関連専科教養へ女性相
談支援センター職員を講師と
して招致。
・連絡を密にした情報交換及
び協力依頼体制の構築。

・夜間休日時における協力体
制の強化。
・人員の確保。

・人身安全関連事案対策専科（7/15）に
おいて、女性相談支援センター所長を講
師として招致した。
・専科教養による講師としての招致によ
り、連携の強化や24時間対応できる体
制の確保を図った。

・専科教養による講師としての招
致により、連携の強化や24時間
対応できる体制の確保が図れ
た。

・女性相談支援センターが開
催する意見交換会への出
席。
・DV関連専科教養へ女性相
談支援センター職員を講師と
して招致。
・連絡を密にした情報交換及
び協力依頼体制の構築。

・夜間休日時における協力体
制の強化。
・人員の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

90

・女性しごと応援室を通じた就
労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自
立支援センター等関係機関と連携を図り
ながら就労支援を実施。

来室したDV被害者に対する相
談対応や、必要に応じて関係機
関と連携できる体制を整えてい
る。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

91

●関係相談機関等の会議、研
修会等を通じたＤＶ防止の啓
発等の実施

― ― ― ●関係相談機関等の会議、
研修会等を通じたＤＶ防止の
啓発等の実施

―

女性相談支援セン
ター
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●外国語パンフレット等
の作成及び関係機関へ
の配置
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●配偶者暴力相談支援
センターと警察の連携
による24時間対応でき
る体制の確保

●地域における企業、
関係機関・団体・者との
連携強化・理解促進の
ための取組の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

92

■子ども家庭総合支援拠点
の設置に取り組む市町村に対
して県単独の交付金を交付す
るほか、国補助金の活用も働
き掛け、設置に向けた支援を
行う。
民生委員・児童委員の活用に
ついて、研修会等の機会を通
じて引き続き市町村に働き掛
けていく。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

・子ども家庭総合支援拠点の設置に取り
組む11市町に対して県単独の交付金交
付による支援を行った。

・交付金交付市町については子ども家庭
総合支援拠点設置済み又は令和３年度
からの設置予定となった。
（R2.9.30現在設置済：5市町）

・人口規模の小さな自治体を中
心に、必要な資格を持つ人材の
確保が困難であること等から、
設置の見通しが立っていない。

・県単独の交付金交付による
子ども家庭総合支援拠点設
置促進を継続する。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

児童家庭課

93

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

94

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課

95

圏域別の意見交換会を継続
的に実施し、情報共有を行う。

市町村と弁護士等の専門職団
体など、高齢者に関わる関係
機関との継続的な連携が必要

圏域別意見交換会（1～2月予定） - 圏域別の意見交換会を継続
的に実施し、情報共有を行
う。

市町村と弁護士等の専門職団
体など、高齢者に関わる関係
機関との継続的な連携が必要

高齢者福祉課
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●地域における企業、
関係機関・団体・者との
連携強化・理解促進の
ための取組の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組
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NO

基
本
の
柱

重
点
目
標
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

96

●地域における企業、
関係機関・団体・者との
連携強化・理解促進の
ための取組の実施

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行い、各種窓口における
広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行い、各種窓口に
おける広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

97

●関係相談機関等の会議、研
修会等を通じたＤＶ防止の啓
発等の実施

連携は個別事例が発生した場
合のみに限られることが多い

・要保護児童対策地域協議会等への参
加、児童虐待とＤＶを併せ持つケースで
の連携依頼
　　　 18回
・個別ケース検討会議への参加
　　　  4回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●関係相談機関等の会議、
研修会等を通じたＤＶ防止の
啓発等の実施

連携は個別事例が発生した場
合のみに限られることが多い

女性相談支援セン
ター

98

●ここから東部ネットワーク会
議で、関係機関と事例対応や
研修により連携強化、及びＤＶ
の理解を図る。（安芸）
●市町村等関係機関と連携
し、DV相談に速やかに対応す
る。（中央東）
●関係機関がそれぞれの相
談窓口の役割を理解しDVの
相談事例に対して連携し対応
を行う（中央西）
●通常業務を通じ市町村等関
係機関と連携を図る。（須崎）
●通常業務を通じて市町村等
関係機関との連携の促進(幡
多)

●精神保健業務の担当職員２
名に、関係機関や県民からの
相談が集中する中、ＤＶも精神
保健の対応を要する事例の割
合が高い。（安芸）
●役割について理解した上で
役割分担が必要。(中央西）
●事例に応じて、適切な対応
がタイムリーにできるように関
係機関との役割等整備をして
おく必要がある。（須崎）

●ここから東部ネットワーク会議を10月
に実施。関係機関との情報交換や事例
検討を行っている。（安芸）
●ＤＶ事例（1事例）に対して、女性相談
支援センターや町と現状の情報共有を
実施支援策の検討をしている。（須崎）
●女性相談支援センターから母子生活
支援施設入所の件で相談・紹介された
事例が1件あり。本人や女性相談支援セ
ンター担当との面接や関係機関とのケー
ス会に参加する等連携しながら対応し
た。(中央西）
●要保護児童対策地域協議会の実務
者会、個別ケース検討会、妊婦カンファ
レンス等で市町村や産科医療機関、児
童相談所等と協議し連携強化を図った。
●各種の市町村等の会への参加（幡
多）

●精神保健で幅広い地域の関
係者と関係を築き、市町村や関
係機関とタイムリーに情報共有
する関係にあり、専門相談に繋
げている。（安芸）
●必要に応じて対応できる体制
ができている。（須崎）
●情報共有はできたが、役割分
担等で意思疎通がとれず、連携
が不十分。(中央西）
●市町村等関係機関との連携
ができた（幡多）

●ここから東部ネットワーク
会議で、関係機関と事例対
応や学習会により連携強化
及びDVへの理解を図る。（安
芸）
●通常業務を通じ市町村等
関係機関と連携を図る。（須
崎）
●関係機関がそれぞれの相
談窓口の役割を理解しDVの
相談事例に対して連携し対
応を行う（中央西）
●通常業務を通じて市町村
等関係機関との連携(幡多)

●精神保健担当職員へ関係機
関や県民からの相談が集中す
る中、DV関係も警察へ繋ぐな
どの対応が必要であるため、
精神保健担当者が窓口のよう
な形になっている。（安芸）
●適切な対応がタイムリーにで
きるように関係機関との役割等
整備をしておく必要がある。（須
崎）
●役割について理解した上で
の役割分担が必要(中央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

（
１

）
相
談
窓
口
の
周
知
と
相
談
に
つ
な
げ
る
体
制
整
備

②
D
V
被
害
者
の
早
期
発
見
、
通
報
及
び
相
談
に
つ
な
げ
る
体
制
整
備

●医療・福祉・教育・司
法関係者に対する情報
提供及び連携の強化
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
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基
本
の
柱

重
点
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標
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取組の内容
担当課室又は

関係機関

99

■要保護児童対策地域協議
会の医療機関・学校等との連
携

・全市町村の要保護児童対策
地域協議会の調整機関の課
長・係長会及び市町村への訪
問支援時により、医療機関、学
校等の連携強化を高めること
を求める。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、医療機関、学校等との
連携強化の重要性や、情報共有の法的
位置付け等について説明を行った。

・市町村において医療機関、学
校等との連携強化に係る認識が
概ね定着し、実際の連携が進ん
でいる。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き医療機
関、学校等との連携強化に
ついて働き掛けを行う。

・支援が必要なケースに係る関
係機関との確実な情報共有・
連携

児童家庭課
（児童相談所）

100

・院内外の関係機関に対す
る、相談窓口としての医療相
談室機能の情報提供。

・病棟カンファレンスに参加出
来るよう体制を見直したが、新
型コロナウイルス感染症の影
響より少人数カンファレンスと
なり、当面は参加を見合わせ
様子見となっている。

・DVとしての相談件数は0件
・家族内で悩みや問題がある場合は医
療相談室へつないでもらうよう院内職種
へ依頼している。病棟カンファレンスでの
情報収集、早期介入も行った
・虐待の疑いがある場合は、院内外の職
種と連携し早期対応を行った
・家庭内高齢者虐待疑いの案件につい
て、関係機関によるネットワーク会議に
より対応方法を協議・決定した

・院内外へ相談窓口の周知継続
が必要
・高齢者虐待案件に対する行政
措置や今後の対応について、警
察、消防、市、保健所等との連
携による速やかな初動が期待で
きる

・相談窓口としての医療相談
室機能の情報提供を院内外
へ行う
・高齢者虐待防止ネットワー
クを通じた日常からの情報共
有

・早期に介入できるよう病棟カ
ンファレンスへの参加や退院支
援カンファレンスとの連携を
行っている。相談室内の人員に
余裕はないため、外来患者の
情報収集が遅くなることも予想
される。

県立病院課

101

●子どもの人権110番等への
連携協力の依頼
●家庭にＤＶの存在が疑われ
る場合は、子どもの相談機
関・窓口が配偶者暴力相談支
援センターに情報をつなぐよう
依頼

連携体制の強化 ・上半期は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、市町村へ訪問できてい
ない。下半期では、市町村におけるＤＶ
の相談等への対応の訪問調査に合わせ
て、配偶者暴力支援センターとの連携強
化を呼びかける。

・市町村訪問のほか、ブロック会
等の機会に於いて、お互いの役
割について認識し、連携体制を
強化していく。

●子どもの人権110番等へ
の連携協力の依頼
●家庭にＤＶの存在が疑わ
れる場合は、子どもの相談
機関・窓口が配偶者暴力相
談支援センターに情報をつな
ぐよう依頼

・連携体制の強化
・市町村におけるＤＶ被害者支
援の取り組みの優先度を上げ
る働きかけを行う

県民生活･男女共
同参画課

102

●配偶者暴力相談支援セン
ターの業務内容の周知

― ・要保護児童対策地域協議会等への参
加、児童虐待とＤＶを併せ持つケースで
の連携依頼
　　　 18回
・個別ケース検討会議への参加
　　　  4回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●配偶者暴力相談支援セン
ターの業務内容の周知

―

女性相談支援セン
ター

103 ●苦情処理の体制整備

●職員研修等の実施による二
次被害の防止

●苦情があった場合には情報
共有等を実施

苦情に対する迅速で適切な処
理

・女性相談支援センター及び男女共同参
画センターの電話相談の対応に関する
苦情が寄せられた際には、状況を確認
するとともに、情報共有、情報提供を
行った。
・一時保護所及び自立支援施設の入所
者にアンケートを実施しているが、苦情
は無かった。なお、アンケートの内容に
ついては、女相に情報提供を行った。

・苦情があれば、誠意を持って対
応する。

●職員研修等の実施による
二次被害の防止

●苦情があった場合には情
報共有等を実施

苦情に対する迅速で適切な処
理

県民生活･男女共
同参画課
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●子どもの人権110番な
どの子どもの相談機関・
窓口等との連携強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO
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本
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標
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取組の内容
担当課室又は

関係機関

104

●苦情に対する対応
●二次被害を生まないために
関係者のＤＶ理解の向上を図
る

― ・部の開催する悪質クレームへの対応力
向上研修への女性相談員の参加

・悪質クレームへの対応力が向
上された。

●苦情に対する対応
●二次被害を生まないため
に関係者のＤＶ理解の向上
を図る

―

女性相談支援セン
ター

105

・女性相談支援センターとの
連携による苦情対処体制を確
立

・女性相談支援センターとの連
携強化

・人身安全関連事案対策専科（7/15）に
おいて、女性相談支援センター所長を講
師として招致した。
・専科教養による講師としての招致によ
り、連携を強化するとともに苦情対処体
制の確立を図った。

・専科教養による講師としての招
致により、連携を強化するととも
に苦情対処体制の確立が図れ
た。

・女性相談支援センターとの
連携による苦情対処体制を
確立

・女性相談支援センターとの連
携強化

警察本部
（少年女性安全対
策課）

106

●女性相談員や心理ケ
ア担当職員等に対する
専門研修の実施及び専
門研修への参加

●県内外での配偶者暴力被
害者支援に関する専門研修
に積極的に参加し、専門性の
向上を図る
●関係機関の講師を招いて
の所内研修の実施

・専門研修が少ない ・新型コロナのため、研修が中止された
り、感染防止のため、出席を見合わせ
た。

・専門的な研修は県内では、実
施が少なく、県外で実施されるも
のが多い。多額の負担金を必要
とするものもあり、頻繁に研修を
受けることが難しい。
・オンライン研修などへの参加に
切り替える。

●県内外での配偶者暴力被
害者支援に関する専門研修
に積極的に参加し、専門性
の向上を図る
●関係機関の講師を招いて
の所内研修の実施

・専門研修が少ない

女性相談支援セン
ター

107
●女性相談員に対する
スーパーバイズの実施

●スーパーバイズ、所内研修
の充実

・常時のアドバイスを受ける事
ができない

・精神科医師によるスーパーバイズ
　　 ３回
・講師を招いての所内研修
　　 １回

・対応困難な相談者への適切な
対応

●スーパーバイズ、所内研
修の充実

・常時のアドバイスを受ける事
ができない

女性相談支援セン
ター

108
●各種メンタルヘルス
研修受講の推進

●各種メンタルヘルス研修等
の受講

― ― ― ●各種メンタルヘルス研修
等の受講

―

女性相談支援セン
ター

109
●相談員が業務に関す
る悩みを相談できる環
境の整備

●毎日の朝会による情報共有
と随時の相談、協議の実施に
よる負担の軽減
●困難ケースに対するスー
パーバイズの実施

― ・職員ミーティングの実施　毎日
・相談対応や一時保護ケースの所内で
の意見交換会　随時

・相談員が職場内で相互に悩み
を相談しやすい環境となってい
る。

●毎日の朝会による情報共
有と随時の相談、協議の実
施による負担の軽減
●困難ケースに対するスー
パーバイズの実施

―

女性相談支援セン
ター

110

③
市
町
村
の
取
組
強
化
に
向
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●市町村の取組に対す
る助言等

●会議等を通じた関係づくり
●困難事例等に対するアドバ
イスの実施  
●ＤＶ被害者サポートブックの
作成・配布

・ＤＶ担当部署の業務内容の違
いによる関わり方の差
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

・ＤＶ被害者サポートブックを各市町村、
関係機関へ配布

・ＤＶ被害者サポートブックにつ
いての説明が参考になったとの
意見が多くあり、市町村での相
談の参考になっている。

●会議等を通じた関係づくり
●困難事例等に対するアド
バイスの実施  
●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布

・ＤＶ担当部署の業務内容の違
いによる関わり方の差
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セン
ター
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Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 
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　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画
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実施上の課題等 
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管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

111
●市町村内の関係部署
間の連携強化に向けて
の働きかけ

●ブロック別関係機関連絡会
議等を通じてDV理解の浸透を
図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

・各市町村を訪問し、市町村内の各関係
部署間の早期の連携強化への働きかけ
を行った。

・各市町村担当者との連携強化
ができた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

県民生活・男女共
同参画課/女性相
談支援センター

112
●被害者支援マニュア
ルの作成等によるノウ
ハウの共有

●ＤＶ被害者サポートブックの
作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブックを
活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

・ＤＶ被害者サポートブックを各市町村、
関係機関へ配布

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者からの相談対応
に役立った。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

女性相談支援セン
ター

113

●ＤＶ被害者サポートブックの
作成・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提供

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

・ＤＶ被害者サポートブックを各市町村、
関係機関へ配布

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者からの相談対応
に役立った。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提
供

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

女性相談支援セン
ター

114

●相談員対象のスキルアップ
研修の実施（3回）

スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

（上半期未実施） ー ●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

115

●研修への講師派遣及び研
修課題の決定権限は市町村
にあるため、希望があれば対
応する。

・センターはあらゆる人権問題
の啓発研修を行っているが、Ｄ
Ｖ防止の専門的な部分につい
ては、専門部署に頼らざるを得
ない。

未実施（9月末現在） ・市町村から依頼があった場
合、研修へ講師を派遣する。

・センターはあらゆる人権問題
の啓発研修を行っているが、Ｄ
Ｖ防止の専門的な部分につい
ては、専門部署に頼らざるを得
ない

人権啓発センター
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連
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●相談窓口等職員に対
する研修の実施及び情
報提供
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

116

●個別ケースに応じたそれぞ
れの役割分担の確認と連携

― ・個別のケースに関する情報共有 ・情報共有してより良い支援がで
きた。

●個別ケースに応じたそれ
ぞれの役割分担の確認と連
携

―

女性相談支援セン
ター

117

●事例があった場合は、配偶
者暴力相談支援センターとタ
イムリーに情報共有し、連携
する。（安芸）
●事例があった場合は、配偶
者暴力相談支援センターと連
携を行う(中央西・中央東）
●相談時に配偶者暴力支援
センターと情報共有し連携に
努める（須崎）
●事例があった場合は、配偶
者暴力相談支援センターと連
携（幡多）

●お互いの役割についての理
解をした上での役割分担が必
要(中央西）
●事例ごとに条件が異なるた
め、本人了解を得ながらセン
ターとの連携強化をする工夫
が必要（須崎）。

●実績なし。（安芸）
●ＤＶ事例については、配偶者暴力相談
支援センター（女性相談支援センター）と
情報共有し連携をとりながら対応した。
（中央東、須崎）
●女性相談支援センターから母子生活
支援施設入所の件で相談・紹介の事例
が1名あり、本人や女性相談支援セン
ター担当との面接や関係機関とのケー
ス会に参加。(中央西）
●事例なし（幡多）

●事例の状況について情報共
有し、対応の検討ができた。（須
崎）
●情報共有はできたが、役割分
担等で意思疎通がとれず、連携
が不十分。(中央西）

●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
とタイムリーに情報共有し、
連携する。（安芸）
●相談時に配偶者暴力支援
センターと情報共有し連携に
努める。（須崎）
●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
と連携を行う(中央西）
●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
と連携（幡多）

●事例ごとに条件が異なるた
め、本人了解を得ながらセン
ターとの連携強化をする工夫
が必要。（須崎）
●お互いの役割についての理
解をした上での役割分担が必
要(中央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

118

●要保護児童対策地域協議
会を通じた情報共有
●個別ケースに応じたそれぞ
れの役割分担の確認と連携

・同伴児の心のケア、支援のノ
ウハウの共有等
・児童相談所と配偶者暴力相
談支援センターの役割の明確
化

・要保護児童対策地域協議会を通じた
情報共有
・個別ケースに応じたそれぞれの役割分
担の確認と連携

・女性相談支援センターと児童
相談所の情報共有及び互いの
役割を確認し、ケースごとに情報
共有してより良い支援ができた。

●要保護児童対策地域協議
会を通じた情報共有
●個別ケースに応じたそれ
ぞれの役割分担の確認と連
携

・同伴児の心のケア、支援のノ
ウハウの共有等
・児童相談所と配偶者暴力相
談支援センターの役割の明確
化

女性相談支援セン
ター

119

■児童相談所職員が講師と
なって、配偶者暴力相談支援
センターの職員に対して、面
前DV等による子どもへの心理
的影響について継続的に研
修を行う予定。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員が実践に生かせる研修
内容とすること。

・年度内に、児童相談所職員と配偶者暴
力相談支援センターの職員で、面前DV
による子どもへの心理的影響について
の研修を実施する（日程は未定）。

未実施 ・児童相談所職員と配偶者
暴力相談支援センターの職
員で、面前DV等による子ど
もへの心理的影響について
継続的に研修を行う。

・連携した支援のために、相互
の業務について理解を深める
必要がある。

児童家庭課
（児童相談所）

120

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた情報共
有と連携

― ・警察との電話等による意見交換
・警察職員への研修　１回

・個別のケースに関する情報共
有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた情報
共有と連携

―

女性相談支援セン
ター

121

・女性相談支援センターが開
催する意見交換会への出席。
・DV関連専科教養へ女性相
談支援センター職員を講師と
して招致。
・連絡を密にした情報交換及
び協力体制の構築。

・夜間当直体制時の協力体制
の確保。

・人身安全関連事案対策専科（7/15）に
おいて、女性相談支援センター所長を講
師として招致した。
・専科教養による講師としての招致によ
り、情報交換及び協力体制の構築を
図った。

・専科教養による講師としての招
致により、情報交換及び協力依
頼体制の構築が図れた。

・女性相談支援センターが開
催する意見交換会への出
席。
・DV関連専科教養へ女性相
談支援センター職員を講師と
して招致。
・連絡を密にした情報交換及
び協力体制の構築。

・夜間当直体制時の協力体制
の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●福祉保健所と配偶者
暴力相談支援センター
との情報共有及び連携
の強化

●児童相談所と配偶者
暴力相談支援センター
との情報共有及び連携
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●警察等と配偶者暴力
相談支援センターとの
情報共有及び連携の強
化
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

122

●引き続き、DVネットワーク会
議及び専門者研修会、ブロッ
ク会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議とブロック会議の役割・目
的の整理
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ブロック会を、県内５ブロック（安芸、中
央東、中央西、須崎、幡多ブロック）で実
施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、会議を中止す
ることとし、資料送付で情報共有を図っ
た。

・資料送付の情報共有のみと
なったため、各関係機関との意
見交換が実施できなかった。
・例年参加数が少ない機関への
情報提供ができた。

●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引
き続き、ＤＶネットワーク会議
及び専門者研修会、ブロック
会議を開催する。

・関係機関への事前の働きか
けが必要。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活・男女共
同参画課

123

●ＤＶ被害者サポートブックの
見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提供

・研修参加者が限られている
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

・ＤＶ被害者サポートブックの配布 ・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提
供

・研修参加者が限られている
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ 女性相談支援セン

ター

124

●相談員対象のスキルアップ
研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

（上半期未実施） ー ●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

125

●ＤＶの加害者支援、被害防
止、被害者支援等の研修に参
加し、職員のスキルアップに
努める。（安芸・中央東）
●ＤＶ関係の研修会に積極的
に参加。（須崎）

●業務外での研修会に参加で
きる体制（須崎）

●実績なし。（安芸）
●各種研修会が中止となり参加できてい
ない。（須崎）
●管内市町村母子保健担当者会で、母
子生活支援施設長を講師に講話を実施
した。(中央西）

●研修会には参加できていない
が、資料により対応についての
基礎を深めることができた。（須
崎）
●終了後アンケートは概ね好評
価であった。(中央西）

●ＤＶの加害者支援、被害防
止、被害者支援等の研修に
参加し、職員のスキルアップ
に努める。（安芸）
●ＤＶ関係の研修会に積極
的に参加。（須崎）

●あらゆる研修会に参加でき
るように時間外でも研修会に参
加できる体制。（須崎）
●市町村向け研修の機会を捉
えて、講話

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●直接被害者と接する
県、警察及び市町村窓
口職員等に対する研修
の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

126

■市町村職員へのDVの児童
に与える影響についての研修
実施

・研修を受講した職員の人事異
動や部署内での知見の共有
（異動のスパンが３～４年間と
短いことから、毎年同じ内容の
研修の実施が必要となるこ
と。）

・要保護児童対策地域協議会調整機関
職員向けの研修において、DVが子ども
に与える精神面の影響や対応について
説明を行った。
【回数】2回
【参加者】延べ83名

・DVが子どもに与える影響の重
大性をはじめとした知識及びDV
を受けた子どもへの対応の技術
が身に付きつつある。

・要保護児童対策地域協議
会調整機関の職員を対象と
した研修において、引き続き
DVに関して理解を深める内
容を説明する。

・市町村の職員間における知
識・スキルの共有による組織的
な専門性向上

児童家庭課
（児童相談所）

127

・専科教養に被害者と接する
警察官を入校させる。
・窓口となる警察官に対し各
種教養を実施する。
・DV担当者に対する研修会を
実施する。
・突発事案等により教養がで
きない場合は、巡回指導や資
料配付等により、補完措置を
図る。

・警察官の対応能力に個人差
がある。
・警察官によるDV加害者への
対応能力向上のための効果的
な教養の実施。

・県下12署への巡回指導（6月中）におい
て、DV担当者への教養を行った。
・人身安全関連事案対策専科（7/13～
7/17）、生活安全任用科（10/6）におい
て、DV担当者への教養を行った。
・各種教養により、DV加害者への対応能
力の向上を図った。

・各種教養により、DV被害者へ
の対応能力の向上が図れた。
・部外講師による教養や具体的
な事例検討等の実施により、効
果的な教養が図れた。

・専科教養に被害者と接する
警察官を入校させる。
・窓口となる警察官に対し各
種教養を実施する。
・DV担当者に対する研修会
を実施する。

・警察官の対応能力に個人差
がある。
・警察官によるDV加害者への
対応能力向上のための効果的
な教養の実施。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

128
●各種研修情報の収集
及び提供

●各種研修情報を各相談機
関に提供

案内は行うが、当課を経由せ
ずに直接申し込みを行う研修
については、当方で出席者を
把握出来ない。

国やＮＰＯ法人などが行う適当な専門研
修・講座があり次第、関係機関等に情報
を提供を行った。

案内は行うが、当課を経由せず
に直接申し込みを行う研修につ
いては、当方で出席者を把握出
来ない。

●各種研修情報を各相談機
関に提供

案内は行うが、当課を経由せ
ずに直接申し込みを行う研修
については、当方で出席者を
把握出来ない。 県民生活・男女共

同参画課

129
●被害者支援のための
手引きの作成及び関係
者への配付

●ＤＶ被害者サポートブックの
見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提供

・研修参加者が限られている
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

・ＤＶ被害者サポートブックの配布 ・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提
供

・研修参加者が限られている
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セン
ター

130

②
職
務
関
係
者
を
対
象
と
し

た
人
権
研
修
の
推
進

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとする
人権教育の研修の実施

・各所属における人権研修
で、人権侵害のひとつである
DVについて取り上げてもらえ
るよう働きかける。

人権研修の課題選定は各所属
の判断となるため、効果のある
働きかけの検討が必要

（上半期実績なし） ・県職員がＤＶについて関心を持
つよう、引き続き研修の案内や、
人権研修へのＤＶの取り上げを
働きかけていく。

・各所属における人権研修
で、人権侵害のひとつである
DVについて取り上げてもらえ
るよう働きかける。

人権研修の課題選定は各所属
の判断となるため、効果のある
働きかけの検討が必要

県民生活・男女共
同参画課
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●直接被害者と接する
県、警察及び市町村窓
口職員等に対する研修
の実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

131

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとする
人権 教育啓発の研修の
実施

●人権問題指導者研修や新
採職員研修でセンター講師に
よる人権研修を行う。また、各
職場での人権研修については
テキストの貸出等で支援す
る。

・ＤＶ防止等が研修課題とされ
るかは研修実施主体の判断に
よるところが大きい。

・講師派遣等事業
　【アウトプット】
　「女性の人権」および「職場のハラスメ
ント」に係る県職員への研修の実施：２回　
受講者数：62人

・「DV防止」をメインテーマにした
研修はなかったが、「女性の人
権」や「ハラスメント」の視点を取
り入れた研修を実施できた。

・人権問題指導者研修や新
採職員研修でセンター講師
による人権研修を行う。ま
た、各職場での人権研修に
ついてはテキストの貸出等で
支援する。

人権課／人権啓発
センター

132

●ブロック会議、ネットワーク
会議に人権教育の内容を取り
入れる。

・会議参加対象者に人権教育
をテーマとした研修のニーズが
あるか否か。

・今年は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、ブロック会議を中止した。

・人権教育について、どのような
形で研修に折り込むか要検討。

●ブロック会議、ネットワーク
会議に人権教育の内容を取
り入れを検討する。

・ＤＶ会議参加対象者に人権教
育をテーマとした研修のニーズ
があるか否か。

県民生活・男女共
同参画課

133

●ＤＶ防止等の研修を出前講
座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につなが
る啓発や広報

（上半期未実施） ー ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につなが
る啓発や広報

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

134

●各市町村に研修会への人
権啓発センターの講師派遣に
ついて周知する

・ＤＶ防止等が研修課題とされ
るかは市町村の判断によるとこ
ろが大きい。

・講師派遣等事業
　【アウトプット】
　　「女性の人権」および「職場のハラス
メント」に係る市町村職員への研修の実
施：７回　受講者数：243人

　【アウトカム】
　アンケート結果
　「今日の研修で今後の生活や仕事に
活かせることがあったか」について「けっ
こうあった」と「あった」と回答した割合
97％

・「DV防止」をメインテーマにした
研修はなかったが、「女性の人
権」や「ハラスメント」の視点を取
り入れた研修を実施できた。

・各市町村に研修会への人
権啓発センターの講師派遣
について周知する。
・市町村からオンライン研修
の依頼があった場合は対応
していく。

・ＤＶ防止等が研修課題とされ
るかは市町村の判断によるとこ
ろが大きい。

人権啓発センター
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●市町村職員を対象と
したＤＶ防止をはじめと
する人権教育の研修
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

135

●様々な広報資料を活用した
周知

・相談窓口での新たな周知方
法の検討

・啓発チラシや相談カードによる窓口の
周知を行った。

・当課への直接の来所相談はな
かったが、相談窓口の周知は、
啓発資料によって周知を行っ
た。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料をかつよ
うした周知

・当課への直接の来所相談の
事例が少ないため、周知方法
が間接的になりがち

県民生活・男女共
同参画課

136

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

・広報用名刺大カードを県内の全高校、
私立及び県立、高知市立中学校に配
布。（６月：約３万枚）
・デートDVについて記載した思春期ハン
ドブックを県内全高校の１年生に配布（６
月：約6.6千部）するとともに、性に関する
専門講師派遣事業や学校等で実施する
性教育の授業等で活用。
・今年度すでに配布した高校１年生以外
の学年や中学校、市町村保健師、助産
師等から思春期ハンドブックの活用希望
があれば配布。

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきてい
る。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。

広報用名刺大カードの配布。
・思春期ハンドブックを活用し
たＤＶ予防や相談窓口の周
知。

・教育委員会や学校現場、他
の相談機関とのさらなる連携。

健康対策課

137

高齢者総合相談を実施し、必
要な場合は関係機関と連携す
る。

－ ― ― 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と連
携する。

-

高齢者福祉課

138

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行い、各種窓口における
広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行い、各種窓口に
おける広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

139

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び配
偶者暴力支援センターの紹介

特になし 外国人の生活相談235件の中にDVに関
係する相談は0件であった。
（R2.9.31時点）

DVに関する相談者に対してDV
及び女性相談センターのチラシ
を配布することで、広報・啓発を
継続していく必要がある。

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び
配偶者暴力支援センターの
紹介

特になし

国際交流課

140

・国際交流課と連携した、チラ
シ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチラ
シ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国人
や高齢者などには対応できな
い部分がある。

上半期実績なし。 上半期実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチラ
シ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国人
や高齢者などには対応できな
い部分がある。

県民生活・男女共
同参画課
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●各種相談機関の相談
窓口での周知【再掲】
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●各種相談機関の相談
窓口での周知【再掲】

●外国語パンフレット等
の作成及び関係機関へ
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

141

現在DV被害者支援用の外国
語版パンフレットはないが、関
係機関が作成する場合はCIR
が翻訳で協力可能

パンフレットがない DV及び女性相談支援センターについて
のチラシをイベント等で配布予定。
→外国語パンフレットの作成について
は、翻訳依頼なしのため実施していない

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、イベント等が中止に
なったため、下半期以降のイベ
ントで配布する。

現在DV被害者支援用の外
国語版パンフレットはない
が、関係機関が作成する場
合はCIRが翻訳で協力可能

パンフレットがない

国際交流課

142

②
各
種
相
談
機
関
に
お
け
る
相
談
機
能
の
強
化

●各種相談機関と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの連携

高齢者総合相談を実施し、必
要な場合は関係機関と連携す
る。

― ― ― 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と連
携する。

-

高齢者福祉課

で
き
る
体
制
づ
く
り

制
づ
く
り

の作成及び関係機関へ
の配置【再掲】
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

143

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行い、各種窓口における
広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行い、各種窓口に
おける広報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

144

●心の健康相談の実施
●関係機関を経由した相談者
への対応
●関係機関への技術支援の
実施

●関係機関とのタイムリーな連
携

●面接相談の新規相談3件のうち、関係
機関からの紹介1件
●女相への技術支援：ケース検討会3回

●個別面接で対応している
●メンタルヘルスの専門機関と
して助言等の技術支援を行っ
た。

●心の健康相談の実施
●関係機関を経由した相談
者への対応
●関係機関への技術支援の
実施

関係機関とのタイムリーな連携

精神保健福祉セン
ター

145

●相談機関から相談があった
場合は、関係機関や配偶者暴
力相談支援センターが連携し
て、情報共有とアセスメントを
し、地域で支援ができるように
サポートする。（安芸）
●関係機関と連携し、DV相談
に速やかに対応する。（中央
東）
●事例があった場合は、配偶
者暴力相談支援センターと連
携を行う(中央西）
●研修や会議を通じて関係機
関と連携を持つ。（須崎）
●相談事例があった場合、各
関係機関と連携し対応(幡多）

●お互いの役割についての理
解が不十分。(中央西）
●事例に応じて適切な対応が
できるための工夫が必要。（須
崎）

●新規事例はなし。高齢者虐待や、家族
間での暴力などの事例については、地
域包括支援センターなどから情報提供・
相談があり、保健所を中心に関係機関と
連携を図り対応している。（安芸）
●配偶者暴力相談支援センター（女性
相談支援センター）とは必要に応じて事
例の情報共有を実施している。（須崎）
●事例なし（幡多）

●相談機関から相談があっ
た場合は、関係機関や配偶
者暴力相談支援センターが
連携して、情報共有やアセス
メントをし、地域で支援ができ
るようにサポートする。（安
芸）
●研修や会議を通じて関係
機関と連携を持つ。（須崎）
●事例があれば、配偶者暴
力相談支援センターと連携を
行う(中央西）
●相談事例があった場合、
各関係機関と連携し対応(幡
多）

●事例に応じて適切な対応が
できるための工夫が必要。（須
崎）
●お互いの役割についての理
解をした上での役割分担が必
要(中央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

146

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び配
偶者暴力支援センターの紹介

特になし DV及び女性相談支援センターについて
のチラシをイベント等で配布予定。

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、イベント等が中止に
なったため、下半期以降のイベ
ントで配布する。

高知県外国人生活相談セン
ターの周知・相談対応及び
配偶者暴力支援センターの
紹介

特になし

国際交流課

147

③
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●外国語通訳及び手話
通訳等の確保

●通訳協力者の確保及び国
際交流協会との連携

― ― ― ●通訳協力者の確保及び国
際交流協会との連携

―

女性相談支援セン
ター
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②
各
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機
関
に
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る
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機
能
の
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化

●各種相談機関と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの連携

●各種相談機関と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの連携
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

148

●手話通訳者養成研修の前
段である、手話奉仕員研修の
実施を市町村へ働きかける。

●手話通訳者及び要約筆記
者養成研修を実施する。

●手話奉仕員研修の実施は、
財政的に負担が大きく、単独で
の開催が厳しい市町村があ
る。

●要約筆記者養成研修の受講
者増を図るため、広報が必要。

●手話奉仕員講座の開催【市町村事
業】
高知市

●手話通訳者養成研修の開催【県事
業】
基本：高知市（昼・夜）、宿毛市
応用：高知市（昼・夜）、３市合同（南国
市・香南市・香美市）
実践：高知市

●要約筆記者養成講座の開催【県事
業】
5/9開講予定のところを、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で6/27～全28回に
変更して開講したが、年度途中で中止。

●単独開催が困難な市町村に
対して、引き続き共同開催の働
きかけが必要。

●新型コロナウイルス感染拡大
の影響で東部での研修実施が
見送りとなった。来年度以降、圏
域間で養成者数の偏りが出ない
よう、手話奉仕員及び手話通訳
者養成の計画を立てる必要があ
る。

●開講に向け広報を行ったこと
で一定数の受講申込みはあった
が、新型コロナウイルスの影響
で辞退者が多く出たため、事業
の継続が困難となった。

●手話通訳者養成研修の前
段である、手話奉仕員研修
の実施を市町村へ働きかけ
る。

●手話通訳者及び要約筆記
者養成研修を実施する。

●手話奉仕員研修の実施は、
財政的に負担が大きく、単独で
の開催が厳しい市町村があ
る。

●要約筆記者養成研修の受講
者増を図るため、広報が必要。

障害福祉課

149

各種国際交流イベントや県内
国際交流・協力団体の連絡協
議会等で、語学ボランティア登
録制度について幅広く周知す
る。

特になし 語学ボランティア登録制度についてのチ
ラシを協会内や各種イベント等で配布し
た。
既登録ボランティアに活動の意向につい
て再調査した結果、R2.8.31時点の語学
ボランティア登録者数は392名となった。
（一般語学、災害、日本語）

語学ボランティア登録制度につ
いてのチラシを各所で配布した
ことが制度の周知に繋がった。
引き続き、登録者の増加に向け
た周知に取り組む。

各種国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体の連
絡協議会等で、語学ボラン
ティア登録制度について幅
広く周知する。

特になし

国際交流課

150

④
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り

●児童生徒が安心して
相談できる環境づくり

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11市
への配置を継続する。
・SSWの配置を35市町村・学
校組合及び25県立学校に拡
充する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年１
回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSW配置拡充のための
予算確保
・SC、SSWの専門性の向上を
図る必要がある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウト
リーチ型SCを11市の支援センターに配
置した。
・SSWを35市町村・学校組合、25県立学
校に配置するとともに、未配置校への支
援体制を整えた。
・SC等研修講座の開催計画を年５回に
変更し、実施（10月以降に開催予定）
・SSW連絡協議会（12月開催予定）
・SSW初任者研修会（11月以降に開催予
定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・SC、SSWスーパーバイズの実施（随時）

・SC及びSSWを全ての公立学校
に配置または支援ができる体制
としたことにより、児童生徒が相
談しやすい環境を整えることが
できている。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SCやSSWの専
門性の向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＣやＳＳＷの
支援力向上に努める必要があ
る。

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11
市への配置を継続する。
・SSWを全公立学校に配置
又は派遣できる体制を継続
する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年
１回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSW配置拡充のための
予算確保
・SC、SSWの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課
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●外国語通訳及び手話
通訳等の確保

36



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

151

●啓発活動や、広報資料等を
活用し、男性窓口を周知す
る。
●被害者への相談窓口の紹
介
●性的少数者に関する啓発
資料の作成

・相談対応者へのスキルアップ
に対する取組が必要

（上半期実績なし。以下、下半期予定）
・公共交通機関等において、男性相談窓
口を記載した啓発ポスターの掲示（路線
バス40台、バス待合所３ヶ所）
・ラジオ放送において、男性窓口の周知
を行う。（11/17）

上半期実績なし。 ●啓発活動や、広報資料等
を活用し、男性窓口を周知す
る。
●被害者への相談窓口の紹
介
●性的少数者に関する啓発
資料の作成

・相談対応者へのスキルアップ
に対する取組が必要

県民生活・男女共
同参画課

152

●各相談窓口との連携 ― ・男性や性的少数者からの相談は、専用
窓口を紹介した｡

― ●各相談窓口との連携 ―
女性相談支援セン
ター

153

●「男性のための悩み相談」
の実施

・男性相談の窓口が少ない
・多様な相談内容への対応

・専門相談として男性の悩み相談を実施
した。（15件）
・一般相談においても男性からの相談に
対応した。（67件）

・継続して男性相談窓口の周知
を図る。

●「男性のための悩み相談」
の実施
●性的少数者を対象とした
相談窓口開設の試行を検討
する。

・男性相談の窓口が少ない
・多様な相談内容への対応

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

154

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく説
明がされているか。
　相談機関が明確に示されて
いるか。

・新型コロナウイルス感染症対策下にお
けるＤＶ相談窓口の追記
・国のＤＶ相談窓口の追記

・ホームページの内容についてさ
らに検討していくことが必要

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく説
明がされているか。
　相談機関が明確に示されて
いるか。

県民生活・男女共
同参画課

155

●ホームページの充実 ― ・ホームページでの周知 ・情報源はインターネットを見て
の理由が多く、効果が出ている。

●ホームページの充実 ―

女性相談支援セン
ター

156

●ホームページの充実 内容の検討 ・ホームページやSNSを通じて、DVに関
する相談窓口の情報発信に努めた。

・SNSを活用することで、情報発
信の頻度が高まった。

●ホームページ、SNSの充実 ・発信する情報の信頼度の確
認に時間を要する。 男女共同参画セン

ター「ソーレ」

157
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●警察等と連携した安
全の確保

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた連携

― ・警察との電話等による意見交換
・警察職員への研修　１回

・個別のケースに関する情報共
有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた連携

―

女性相談支援セン
ター
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●男性や性的少数者を
対象とした相談の実施

●インターネットを活用
した相談しやすい環境
づくり
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

158

●事例があれば司法や市町
村と連携し、安全確保に努め
る(安芸）
●事例があれば市町村や警
察と連携し対象者の安全確保
に努める(中央西・中央東）
●相談事例には、警察との連
携をして被害者安全の確保に
努める。（須崎）
●事例があれば市町村や警
察と連携し対象者の安全確保
に努める(幡多）

●加害者を支援できる専門相
談まで長距離のため、夜間休
日の対応には困難性がある。
（安芸）
●対応マニュアルは無く事例に
応じて適切な対応が必要。（須
崎）

●DVでの事例は実績がないが、精神保
健での対応等では警察と連携して、安全
の確保に努めた対応をしている。（安芸）
●ＤＶ事例で警察と直接連携することは
なかった。（須崎）
●事例なし（中央東、幡多）

●安全確保のためにも、日頃か
ら警察と連携が取れている。（安
芸）
●警察と直接連携をとる事例で
はなかった。（須崎）

●事例があれば司法や市町
村と連携し、安全確保に努め
る(安芸）
●相談事例には、警察と連
携して被害者安全の確保に
努める。（須崎）
●事例があれば対象者の安
全確保のため、市町村や警
察と連携して支援する(中央
西）
●事例があれば市町村や警
察と連携し対象者の安全確
保に努める(幡多）

●対応マニュアルはなく事例に
応じて適切な対応が必要。（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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・被害者や関係機関の要望に
より、一時保護所への避難に
際し、警察官による被害者の
搬送を実施。
・被害者や関係機関の要望に
より、被害者と加害者の話し
合いの場や被害者が自宅か
ら荷物を取り出す際等に、警
察官の立会いを実施。

・急な依頼により人員の確保が
困難な場合がある。
・被害者等が事前連絡なく予定
を変更させることがある。

・一時保護所への避難に際し、被害者や
関係機関の要望、加害行為のおそれが
ある場合に、警察官による被害者の搬
送を行った。
・被害者による自宅からの荷物取り出や
話し合いの場において、被害者や関係
機関の要望、加害行為のおそれがある
場合に、警察官による立ち会いを実施し
た。
・被害者や関係機関との連絡を密にし、
連携した安全の確保を図った。
・事件化が可能である場合等は、迅速的
確な事件処理を行うと同時に関係機関と
連携し、被害者保護を徹底した。

・被害者や関係機関との連絡を
密にし、連携した安全の確保が
図れた。
・関係機関との連携により、加害
者対策、被害者保護等の複数の
事項を同時進行が可能となり、
迅速な被害者保護が実施され
た。

・被害者や関係機関の要望
により、一時保護所への避
難に際し、警察官による被害
者の搬送を実施。
・被害者や関係機関の要望
により、被害者と加害者の話
し合いの場や被害者が自宅
から荷物を取り出す際等に、
警察官の立会いを実施。

・被害者等が事前連絡なく予定
を変更させるなど、急な依頼に
より人員の確保が困難な場合
がある。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

160
●被害者や支援者の安
全確保

・被害者や被害関係者と定期
的に連絡を取り、近況把握に
努める。
・加害者の行動確認を行う。
・110番登録制度を活用する。
・市町村が行う住民基本台帳
閲覧制限への支援措置を図
る。

・非協力的な被害者や被害関
係者がいる場合の対応。

・認知したDV事案は、被害者及び被害
関係者への定期的な連絡による近況把
握に努めた。
・非協力的な被害者や被害関係者に対
しては、DV事案の特徴や危険性等を粘
り強く説明し、協力を得るように努めた。
・事案に応じ、加害者の行動確認を行う
とともに、口頭警告や事件化を実施し
た。
・被害者の要望や事案に応じ、110番通
報登録を実施した。
・市町村が行う住民基本台帳閲覧制限
を教示するとともに、市町村から同手続
きに係る照会があった際、漏れなく回答
を行った。
・各種方法により、被害者や支援者の安
全確保を図った。

・各種方法により、被害者や被
害関係者の安全確保が図れた。

・被害者や被害関係者と定
期的に連絡を取り、近況把
握に努める。
・加害者の行動確認を行う。
・110番登録制度を活用す
る。
・市町村が行う住民基本台
帳閲覧制限への支援措置を
図る。

・非協力的な被害者や被害関
係者への対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

161

●110番通報登録の推進
●危険度の高いケースでの情
報共有、互いが連携した安全
の確保

― ・相談者に110番通報登録を勧めた。 ・緊急時の安全対策につながっ
た。

●110番通報登録の推進
●危険度の高いケースでの
情報共有、互いが連携した
安全の確保

―

女性相談支援セン
ター
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●警察等と連携した安
全の確保

①
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
D
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

162

・被害者の要望に応じた、一
時避難場所の確保。
・公費負担制度の拡充。

・公費負担制度の適切な活用。
・女性相談支援センターと連携
した緊急避難場所の提供。

・公費負担制度の要件を満たす被害者
に対して、同制度を利用した緊急避難場
所を提供した。
・女性相談支援センターと連携し、被害
者に対して緊急避難場所を提供した。
・緊急避難体制の確保により、被害の未
然防止を図った。

・緊急避難体制の確保により、
被害の未然防止が図れた。

・被害者の要望に応じた、一
時避難場所の確保。
・公費負担制度の拡充。

・公費負担制度の適切な活用。
・女性相談支援センターと連携
した緊急避難場所の提供。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

163

●意見交換会等を通じた認識
の共有
●個別ケースに応じた遠隔地
での一時保護の実施

・介護が必要等、夜間で一時保
護ができない方への対応に苦
慮

・休日夜間は警察と、遠隔地では一時保
護委託先と連携し、24時間の受入れを
実施

・被害者の置かれた状況を考慮
した避難場所を決定でき、安全
と安心を確保できた。

●意見交換会等を通じた認
識の共有
●個別ケースに応じた遠隔
地での一時保護の実施

・介護が必要等、夜間で一時保
護ができない方への対応に苦
慮

女性相談支援セン
ター

164

・ホテル等の避難場所を事前
に確認し、安全確保を最優先
にした一時避難場所を確保す
る。
・女性相談支援センターとの
良好な関係を継続させる。
・一時避難場所の公費負担制
度の活用。

・被害者の協力が得られない
場合、一時避難措置を講じるこ
とが困難となる。

・公費負担制度の要件を満たす被害者
に対して、同制度を利用した緊急避難場
所を提供した。
・女性相談支援センターと連携し、被害
者に対して緊急避難場所を提供した。
・公費負担制度の活用及び女性相談支
援センターとの連携による緊急避難体制
の確保に努め、被害の未然防止を図っ
た。

・公費負担制度の活用及び女性
相談支援センターとの連携によ
る緊急避難体制の確保に努め、
被害の未然防止が図れた。

・ホテル等の避難場所を事前
に確認し、安全確保を最優
先にした一時避難場所を確
保する。
・女性相談支援センターとの
良好な関係を継続させる。
・一時避難場所の公費負担
制度の活用。

・被害者の協力が得られない
場合、一時避難措置を講じるこ
とが困難となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

165

●県域を越えた広域で
の保護体制の整備
（県外の婦人相談所等
と連携した一時保護体
制の充実）

●他県民間シェルター等との
連携
●他県の配偶者暴力相談支
援センターとの連携

・他県の配偶者暴力相談支援
センターで受け入れられない場
合がある

・他県の婦人相談所等との連携により、
被害者の安全な避難を図った。

・被害者の安全確保につながっ
た。

●他県民間シェルター等との
連携
●他県の配偶者暴力相談支
援センターとの連携

・他県の配偶者暴力相談支援
センターで受け入れられない場
合がある

女性相談支援セン
ター

166
●一時保護期間中に、
入所者が安心して過ご
せる環境の整備

●警察との連携による巡回や
所内警備の充実

・危険に対する認識の低い一
時保護者への対応

・入所中の見守り支援、警備実施 ・入所者の安全の確保ができ
た。

●警察との連携による巡回
や所内警備の充実

・危険に対する認識の低い一
時保護者への対応

女性相談支援セン
ター

167

②
迅
速
か
つ
安
全
な
一

時
保
護
の
実
施

●一時保護期間中に、
入所者が安心して過ご
せる環境の整備

・女性相談支援センターとの
連絡協議会へ継続的に出席
する。

・突発事案が発生した場合にお
ける、出席者の確保。

・人身安全関連事案対策専科（7/15）に
おいて、女性相談支援センター所長を講
師として招致した。
・女性相談支援センターとの連携強化に
より、入所者が安心して過ごせる環境整
備を図った。

・女性相談支援センターとの連
携により、入所者が安心して過
ごせる環境整備が図れた。

・女性相談支援センターとの
連絡協議会へ継続的に出席
する。

・突発事案が発生した場合にお
ける、出席者の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●緊急避難体制の確保

②
迅
速
か
つ
安
全
な
一
時
保
護
の
実
施

●迅速かつ安全に24時
間対応できる保護体制
の確立
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

168

●連絡会議や研修会を通じた
周知
●個別ケースにおける適切な
情報管理の徹底

・関係機関における秘密保持
に対する認識の違い

・関係機関につなぐ際には、個人情報に
配慮し、秘密にすべき事柄については理
由を述べて秘匿を依頼した。

・関係機関においては秘密保持
について理解が得られた。

●連絡会議や研修会を通じ
た周知
●個別ケースにおける適切
な情報管理の徹底

・関係機関における秘密保持
に対する認識の違い

女性相談支援セン
ター

169

●個別検討会等で、関係機関
が共通認識のもと、秘密保持
の徹底を図る。(安芸）
●相談時、関係機関に対し、
秘密保持の重要性を伝える。
（須崎）

●関係機関の機能をもとに共
有する情報の範囲の判断が難
しく所内支援体制も含めて検討
する必要がある。（須崎）

●研修会の個別事例報告で、関係機関
が共通認識のもと、秘密保持の徹底を
図っている。(安芸）
●個人情報が漏れないよう関係書類の
取扱いには、常に注意し、秘密保持に取
り組んだ。（中央東、須崎）
●ケース会の始めに個人情報保護の徹
底について、参加者で確認している（中
央西）

●関係機関の個別検討会等で、
関係機関が共通認識のもと、秘
密保持を図れている。(安芸）
●共有する情報への配慮ができ
た。（須崎）

●個別検討会等で、関係機
関が共通認識のもと、秘密
保持の徹底を図る。(安芸）
●相談時、関係機関に対し、
秘密保持の重要性を伝え
る。（須崎）
●ケース会時は個人情報保
護について参加者で確認す
る(中央西）

●関係機関の機能をもとに共
有する情報の範囲の判断が難
しく所内支援体制も含めて検討
する必要がある。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

170

■配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携による適切な一
時保護の実施

- ・配偶者暴力（子どもへの心理的身体的
虐待）ケースの一時保護を実施。
【件数】2件

・適切に情報共有しながら、組織
的に対応できている。

・配偶者暴力相談支援セン
ターとの連携による適切な一
時保護の実施

-

児童家庭課
（児童相談所）

171

・加害者による行方不明届出
を拒否、或いは被害者が避難
していることを秘匿する対応。
・住民基本台帳閲覧制限に対
する援助申出への対応。

・全警察官へ事案を周知させる
には、ある程度の時間が必要
となる。
・被害者と加害者の主張が異
なる場合の対応。
・被害者自らが加害者に対して
避難先等の情報を教示してし
まった時の対応。

・各種専科教養や教養文書の発出によ
り、被害者情報の秘匿の重要性につい
て教養した。
・DV被害者に係る行方不明届について、
都度、県下12署へ連絡の上、受理を拒
否するよう徹底した。
・住民基本台帳閲覧制限の援助申出に
ついて、客観的なDV被害の確認に努め
た。
・避難しているＤＶ被害者に係る特別定
額給付金の交付申請への対応につい
て、市町村と連携対応を図った。
・各種手続による被害者情報の秘匿によ
り、被害の未然防止を図った。

・各種手続による被害者情報の
秘匿により、被害の未然防止が
図れた。

・加害者による行方不明届出
を拒否、或いは被害者が避
難していることを秘匿する対
応。
・住民基本台帳閲覧制限に
対する援助申出への対応。

・全警察官へ事案を周知させる
には、ある程度の時間が必要
となる。
・被害者と加害者の主張が異
なる場合の対応。
・被害者自らが加害者に対して
避難先等の情報を教示してし
まった時の対応。 警察本部

（少年女性安全対
策課）

172

④
司
法
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●被害者への保護命令
制度の情報提供及び手
続支援

●関係機関との連携
●被害者への制度の十分な
説明の実施と申立て支援

－ ・被害者へ保護命令制度を十分理解さ
せた上で自ら判断させ、手続の支援を
行った。
・保護命令提出支援　　７件

・制度の情報提供及び手続につ
いて支援できた。

●関係機関との連携
●被害者への制度の十分な
説明の実施と申立て支援

－

女性相談支援セン
ター

173

（
１

）
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
一

時
保
護
と
安
全
の
確
保

④
司
法
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●被害者への保護命令
制度の情報提供及び手
続支援

・書面活用を継続し、被害者
の意思決定を支援する。
・被害者に適切なDV対応方法
を教示し、保護命令制度の活
用を推進する。
・適切な対応を執れるよう、被
害者にDVの特性等を教示す
る。

・警察の説明を聞き入れない被
害者や危険性の乏しい被害者
への対応。

・DV被害者に対し、原則、意思決定に関
する書類や保護命令制度に関する書類
を確実に提示し、その説明を行うよう努
めた。
・警察に非協力的な被害者に対しては、
粘り強い説明を行い、被害の未然防止
が図れるよう努めた。
・被害者への保護命令制度の情報提供
及び手続支援により、被害者の安全安
心の確保及び被害の未然防止を図っ
た。

・被害者への保護命令制度の情
報提供及び手続支援により、被
害者の安全安心の確保及び被
害の未然防止が図れた。

・書面活用を継続し、被害者
の意思決定を支援する。
・被害者に適切なDV対応方
法を教示し、保護命令制度
の活用を推進する。
・適切な対応を執れるよう、
被害者にDVの特性等を教示
する。

・警察の説明を聞き入れない被
害者や危険性の乏しい被害者
への対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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③
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る
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報
保
護
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徹
底

●関係機関に対する秘
密の保持の徹底
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

174
●心理ケア担当職員に
よる心の健康回復支援

●ＤＶ講座、心理検査等の実
施
●一時保護所退所者等のカ
ウンセリングの実施

・回復に時間がかかる ・心理検査、DV講座、心理療法等実施
　　　延べ 61回（うち同伴児・者　12 回）

・一時保護者やその同伴児・者
に対し、状況に応じた心理的ケ
アができた。

●ＤＶ講座、心理検査等の実
施
●一時保護所退所者等のカ
ウンセリングの実施

・回復に時間がかかる

女性相談支援セン
ター

175
●民間の専門機関を活
用した心の健康の回復
支援

●被害者の状況に応じた専門
機関の紹介
●民間専門機関によるカウン
セリングの実施

・回復に時間がかかる ・メンタルヘルスの実施
　　　延べ 22人

・外部のカウンセラーとの面接に
より、不安等を取り除くことがで
きた。

●被害者の状況に応じた専
門機関の紹介
●民間専門機関によるカウ
ンセリングの実施

・回復に時間がかかる

女性相談支援セン
ター

176

●ケアの必要な同伴児がある
場合の迅速な対応
●女性相談支援センター、児
童相談所等の連携した対応

・相互の連携強化及び役割分
担

・要保護児童対策地域協議会を通じた
情報共有
・個別ケースに応じたそれぞれの役割分
担の確認と連携

・女性相談支援センターと児童
相談所の情報共有及び互いの
役割を確認し、ケースごとに情報
共有してより良い支援ができた。

●ケアの必要な同伴児があ
る場合の迅速な対応
●女性相談支援センター、児
童相談所等の連携した対応

・相互の連携強化及び役割分
担

女性相談支援セン
ター

177

■児童相談所職員が講師と
なって、配偶者暴力相談支援
センターの職員に対して、面
前DV等による子どもへの心理
的影響について継続的に研
修を行う予定。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員が実践に生かせる研修
内容とすること。

・年度内に、児童相談所職員と配偶者暴
力相談支援センターの職員で、面前DV
による子どもへの心理的影響について
の研修を実施する（日程は未定）。

未実施 ・児童相談所職員と配偶者
暴力相談支援センターの職
員で、面前DV等による子ど
もへの心理的影響について
継続的に研修を行う。

・連携した支援のために、相互
の業務について理解を深める
必要がある。

児童家庭課
（児童相談所）

178

●療育福祉センターと
配偶者暴力相談支援セ
ンターが連携した障害
の心配のある子どもへ
の対応

●配偶者暴力相談支援セン
ターと療育福祉センターとの
連携強化

・療育福祉センターでの受診が
１年待ちとなっている

― ― ●配偶者暴力相談支援セン
ターと療育福祉センターとの
連携強化

・療育福祉センターでの受診が
１年待ちとなっている

女性相談支援セン
ター
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●児童相談所等と配偶
者暴力相談支援セン
ターが連携した子どもの
心理判定やカウンセリン
グの実施
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

179

●療育福祉センターと
配偶者暴力相談支援セ
ンターが連携した障害
の心配のある子どもへ
の対応

●障害児の医療や福祉サー
ビス、発達障害等の相談に関
して助言や情報提供を行う。
●相談窓口の周知

●市町村や児童相談所、学校
等の関係機関との連携

●発達障害者支援センターで、発達障
害児・者とその家族、支援者、関係機関
等からの相談を受け、助言や情報の提
供、関係機関への紹介等を行った。
相談実績（R2.9末）　226件

●障害のある子どもの診療及び
発達に関する相談等に対し助言
や関係機関の紹介、発達障害等
に関し専門的な相談支援を行っ
ている。

●障害児の医療や福祉サー
ビス、発達障害等の相談に
関して助言や情報提供を行
う。
●相談窓口の周知

●市町村や児童相談所、学校
等の関係機関との連携

療育福祉センター

180

●緊急を要する同伴児童の
心のケアでの連携強化

・親の認識が薄く、なかなか相
談につながらないケースがある

― ― ●緊急を要する同伴児童の
心のケアでの連携強化

・親の認識が薄く、なかなか相
談につながらないケースがある

女性相談支援セン
ター

181

・関係機関と連携しながら、子
どもの心のケアに関する専門
性をもったカウンセラー等が
来所や訪問による相談の受理
や支援を行う。

・日ごろから、関係機関と顔の
見える連携を行う。

･要請ケースなし ・教育相談関係機関連絡協議会
等において、関係機関と連携を
図り、連携が必要な事案が起
こった場合に備えた体制作りを
継続して行った。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセラー
等が来所や訪問による相談
の受理や支援を行う。

・日ごろから、関係機関と顔の
見える連携を行う。

心の教育センター

182

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確保

― ・ベビーシッター１回 ・一時保護期間が長くなった同
伴児に専門職による保育を実施
し、ストレス解消になった。

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確保

―

女性相談支援セン
ター

183

・関係機関と連携しながら、子
どもの心のケアに関する専門
性をもったカウンセラー等が
支援を行う。

・日ごろから、関係機関と顔の
見える連携を行う。

･要請ケースなし ・教育相談関係機関連絡協議会
等において、関係機関と連携を
図り、連携が必要な事案が起
こった場合に備えた体制作りを
継続して行った。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセラー
等が来所や訪問による相談
の受理や支援を行う。

・日ごろから、関係機関と顔の
見える連携を行う。

心の教育センター

184
●学校と連携した一時
保護所での教育支援

●教員ＯＢによる就学支援
●学校との連携強化

― ・教員ＯＢによる就学支援実施
　　　５時間　延べ４人

・同伴児の就学支援ができた。
・就学時間は、学校と連絡調整
により出席日数にすることができ
た。

●教員ＯＢによる就学支援
●学校との連携強化

―

女性相談支援セン
ター
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●心の教育センター等
と配偶者暴力相談支援
センターが連携した心
配のある子どもへの対
応

③
保
育
、
学
習
支
援
の
充
実

●安心して遊ぶことので
きる環境の整備
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

185

●教育委員会等との連携した
情報提供

― ― ― ●教育委員会等との連携し
た情報提供

―

女性相談支援セン
ター

186

・家庭の教育費負担の軽減に
係る事業の継続実施

・国の就学支援金の拡充によ
り、令和２年４月から、年収
590万円程度未満の世帯の高
校生等については、授業料が
実質無償化となった。

･所得による区分により、制度
を活用しても授業料の負担が
発生する家庭がある。

アウトプット
・私立高等学校等就学支援金制度をは
じめとする家庭の教育費負担の軽減に
係る各種事業を実施している。

アウトカム
・家庭における教育費の経済的負担が
軽減されている。

・生徒の家庭の経済状況に関わ
らず、全ての生徒に進学する機
会がもてる仕組みとなっている。

・家庭の教育費負担の軽減
に係る事業の継続実施

　制度を知らず、私立高校への
進学を諦めることがないよう、
中学生やその保護者等への周
知を行うことが必要。

私学・大学支援課

188
●設備の見直しや避難
訓練等の実施による安
全対策

●避難訓練の実施
●南海地震対策における設
備の見直し

― ― ― ●避難訓練の実施
●南海地震対策における設
備の見直し

―

女性相談支援セン
ター

189 ●備蓄等の充実

●備蓄品等の備蓄 ― ・備蓄品等の維持 ・津波に備えた備蓄品等の充実 ●備蓄品等の備蓄 ―

女性相談支援セン
ター
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●就学のためのさまざ
まな制度の情報提供と
手続支援

187

●就学支援金制度及び奨学
給付金制度を実施する。

●現行の高等学校等奨学金
貸付制度を維持・実施する。

●課題
・要件を満たす対象者全員に
支給・貸与するために、引き続
き制度の周知徹底を図る必要
がある。

●取組
・機会ある毎にリーフレットを配
布するなどして、制度の周知徹
底を行う。

●高等学校等就学支援金の支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・R２年度に公立の高等学校に入学した
高校生等の就学支援金受給資格認定
申請書を受理
・R２年度7月1日現在在籍の高等学校等
就学支援金収入状況届出書を受理
・要件を満たす支給希望者全員への支
給を実施

●高校生等がいる低所得世帯への奨学
給付金の支給　　　　　　　　　
・R２年度の公立高等学校の合格者登校
日に合格者全員に奨学給付金のリーフ
レットを配布　　
・R２年度7月1日現在在籍の高校生等奨
学給付金受給申請書(第１回目締切分)
を受理（R２.9.30現在審査中）

●高校生等に対する無利子奨学金の貸
与の推進
・経済的な理由で高等学校等への進学・
修学を断念することがないよう、要件を
満たす貸与希望者の申請を受理
（R2.4.30募集終了）
・要件を満たす貸与希望者全員への貸
与を実施（R２年度新規貸与決定者：148
名）

●高等学校等就学支援金の支
給
・要件を満たす支給希望者全員
に支給を実施した。

●高校生等奨学給付金の支給
・要件を満たす支給希望者全員
に支給を実施した。（１回目締切
分）

●高校生等に対する無利子奨
学金の貸与の推進
・要件を満たす貸与希望者の申
請を受理した。（予約申請53名、
在学申請94名、緊急採用1名）
・要件を満たす貸与希望者全員
に貸与を実施し、教育の機会均
等に寄与した。

●就学支援金制度及び奨学
給付金制度を実施する。

●現行の高等学校等奨学金
貸付制度を維持・実施する。

●課題
・要件を満たす対象者全員に
支給・貸与するために、引き続
き制度の周知徹底を図る必要
がある。

●取組
・機会ある毎にリーフレットを配
布するなどして、制度の周知徹
底を行う。

高等学校課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱
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点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

190

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

④
災
害
に
備
え
た
体
制
づ
く
り

●代替施設による事業
の継続

●Ｈ３０年度に消費生活セン
ターを代替施設と決定
●今後、詳細について検討を
続ける

・長期浸水からセンター施設の
機能がどれくらいで回復するか
不明
・その間の一時保護の場所が
未決定

・消費生活センターを代替施設とした地
震津波避難マニュアルの見直し

・代替施設による事業の継続が
できる見通しができた。

●Ｈ３０年度に消費生活セン
ターを代替施設と決定
●今後、詳細について検討
を続ける

・長期浸水からセンター施設の
機能がどれくらいで回復するか
不明
・その間の一時保護の場所が
未決定 県民生活・男女共

同参画課/女性相
談支援センター

191

●既存の支援団体や社会福
祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいても
保護できる環境を整える。

・連携強化に向けた協議が必
要。

・民間シェルターについては、定期的に
運営状況を確認しているが、連携体制の
強化までは至っていない。

・連携強化に向けた協議が必
要。

●既存の支援団体や社会福
祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいても
保護できる環境を整える。

・連携強化に向けた協議

県民生活・男女共
同参画課

192

●既存の支援団体や社会福
祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいても
保護できる環境整備

― ・社会福祉施設への一時保護委託を実
施   　1件

・５人の幼児等を同伴したDV被
害者の安全を確保することがで
きた。

●既存の支援団体や社会福
祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいても
保護できる環境整備

―

女性相談支援セン
ター

193

②
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
支
援

●民間シェルターの運
営安定化に向けた支援
の実施

●民間シェルター運営団体に
対して、シェルターの運営支
援を行う。

・支援活動の増大に伴い、事業
量が増大。団体（支援者）の負
担が増えてきている状況であ
る。

・高知県民間シェルター運営費補助金
　100万円/年を限度に交付。
・民間シェルターの先進的な取組につい
て、Ｒ２高知県配偶者暴力被害者等支
援補助金（上限1,000万円）を交付予定。

・支援活動の増大に伴い、事業
量が増大。団体（支援者）の負担
が増えてきている状況である。

●民間シェルター運営団体
に対して、シェルターの運営
支援を行う。

・支援活動の増大に伴い、事業
量が増大。団体（支援者）の負
担が増えてきている状況であ
る。

県民生活・男女共
同参画課

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
３

）
民
間
支
援
施
設
等
と
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

①
一
時
保
護
所
以
外
の
保
護
で
き
る
場
の
確
保

●民間シェルター及び
社会福祉施設等との連
携による一時保護体制
の充実
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

194

●日常生活支援のため
の配偶者暴力支援セン
ターの自立支援担当職
員による継続的支援の
実施

●生活サポーターによる入所
中、退所後の自立に向けての
支援の実施

・人的体制からすべての退所
者へのフォローが難しい
・精神疾患や発達障害面での
フォローには限界がある
・地域での自立には時間を要
する

・生活サポーターの支援
　　支援実人数 17人　延べ 137回

・収入が少なく経済的に脆弱な
退所者への自立促進になった。

●生活サポーターによる入
所中、退所後の自立に向け
ての支援の実施

・人的体制からすべての退所
者へのフォローが難しい
・精神疾患や発達障害面での
フォローには限界がある
・地域での自立には時間を要
する

女性相談支援セン
ター

195

●心理的な自立のため
の配偶者暴力相談支援
センター等による退所者
へのフォローアップの充
実

●心理ケア担当職員による心
の健康回復支援
●必要に応じた退所者への専
門機関に依頼してのカウンセ
リングの実施

・回復には長い期間を要する ・一時保護所退所者に対して、専門機関
に依頼してのカウンセリングを実施

・精神面でのサポートができた。 ●心理ケア担当職員による
心の健康回復支援
●必要に応じた退所者への
専門機関に依頼してのカウ
ンセリングの実施

・回復には長い期間を要する

女性相談支援セン
ター

196
●自立支援施設の積極
的な活用

・女性しごと応援室を通じた就
労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自
立支援センター等関係機関と連携を図り
ながら就労支援を実施。

来室したDV被害者に対する相
談対応や、必要に応じて関係機
関と連携できる体制を整えてい
る。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

197
●自立支援施設の積極
的な活用

●自立支援施設をより積極的
に活用できるための柔軟な運
用
●就労に向けた支援の強化

― ― ― ●自立支援施設をより積極
的に活用できるための柔軟
な運用
●就労に向けた支援の強化

―

女性相談支援セン
ター

198
●母子生活支援施設に
おける支援機能の充実

（ちぐさ）
・母子生活支援施設において
母子が安心して相談できる体
制の整備
・相談員研修参加（20回以上）
・要援護者の法テラス、ハロー
ワーク等専門機関への引率、
紹介の充実
・個別対応職員による被虐待
児童及び母親への生活場面
での1対1の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・心理療法回数・手法の充実

（安芸和光寮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・個別対応職員による被虐待
児と母親への個別対応　　　　　　　　　　　
・心理職員による職員のスキ
ルの向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・助産師による性教育　　

（ちぐさ）
・入所事由の複雑多様化や発
達障がい児（者）・精神疾患を
もった母への適格な対応のた
めに職員のスキルアップ

（安芸和光寮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・入所者への個別対応のため
の職員のスキルアップ
・性に対する理解　

(ちぐさ）
・入所世帯及び人数　22世帯55人
・相談員研修参加　　1回
・心理療法相談回数　　101回
・ハローワーク等就労支援機関への同
行　6名

(安芸和光寮）
・入所世帯8世帯25名
・心理療法相談回数39回　　　　　　　　　　　　　

（ちぐさ）
・新型コロナ感染防止のためあ
らゆる研修が中止、延期され初
期の目標が達成されていない状
況で、職員一同施設内感染防止
に細心の中止をはらっている。

（安芸和光寮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・新型コロナ対策から様々な研
修が中止となっている。施設で
は感染防止予防対策をしなが
ら、施設内でスーパーバイザー
や相談員から助言を受ける事が
できた。

（ちぐさ）
・母子生活支援施設におい
て母子が安心して相談できる
体制の整備
・相談員研修参加（20回以
上）
・要援護者の法テラス、ハ
ローワーク等専門機関への
引率、紹介の充実
・個別対応職員による被虐待
児童及び母親への生活場面
での1対1の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・心理療法回数・手法の充実

（安芸和光寮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・個別対応職員による被虐待
児と母親への個別対応　　　　　　　　　　　
・心理職員による職員のスキ
ルの向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・助産師による性教育　　

（ちぐさ）
・入所事由の複雑多様化や発
達障がい児（者）・精神疾患を
もった母への適格な対応のた
めに職員にフレキシブルな対
応力の養成が必要

（安芸和光寮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・入所者への個別対応のため
の職員のスキルアップ
・性に対する理解　

児童家庭課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
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活
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建

①
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時
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所
時
か
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の
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た
自
立
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援

４
Ｄ
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者
の
自
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に
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け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

①
一
時
保
護
所
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所
時
か
ら
の
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続
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立
支
援
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

199

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資
制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用

に向けた支援

●個別ケースに応じた市町村
等との調整と被害者への情報
提供

― ・相談者及び入所者に母子での生活自
立に関する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建のた
めに、生活保護、保育支援、就労支援制
度等の情報提供と利用への支援がス
ムーズにできるよう市町村との連携を
行った。

・生活の再建につながった。 ●個別ケースに応じた市町
村等との調整と被害者への
情報提供

―

女性相談支援セン
ター

201

●児童扶養手当等ひとり親家
庭に対する各支援施策につい
てSNS等により広報の強化を
図る。
●児童扶養手当に係る現況
届の機会を活用した相談窓口
等の周知を行う。
●市町村の児童扶養手当担
当課及び母子保健担当課等
を訪問し、センターの周知依
頼等を行う。

●必要な情報が届いていない
ひとり親の人数等の把握が困
難であること。

●ひとり親家庭福祉事務担当者会の実
施（6/3、参加者33名）※コロナの影響に
より規模を縮小して実施。
●ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターにおいて、電話、メール相談に加え
て、4月からLINEによる情報提供を行っ
た。（登録者75名）
●フェイスブックを活用したひとり親家庭
向けの広報（パソコン講座、青蘭会の行
事等の告知、ひとり親世帯臨時特別給
付金の案内等）を実施した。

●コロナの影響により、対面接
触が制限されている中で、SNS
等による情報発信は有効であ
る。

●児童扶養手当等ひとり親
家庭に対する各支援施策に
ついて、SNS等により広報の
強化を図る。
●高等職業訓練促進給付金
等の支援制度について、看
護師等を養成する専門学校
等を訪問し、周知を依頼す
る。

●関係機関との連携
●広報や訪問活動の効果の把
握

児童家庭課

202

・引き続き、周知活動を行い、
本サービスを定着させていく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

・民間託児提供事業者と託児サービスの
契約を締結した。
・労働局や職業安定所、訓練実施機関と
ワーキングチーム会議を実施し、情報を
周知している。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

雇用労働政策課

200

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資
制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用

に向けた支援

●関係機関と連携して、生活
保護、育児支援、就労支援制
度等の各種支援に関する情
報提供及び利用に向けた支
援を日常業務の中で行う。（安
芸）
●必要な制度の情報提供や
サービスの窓口につなげるな
どの支援を行う(中央東）
●必要な制度について情報提
供を行う。支援者間での情報
共有によるアセスメントを行
い、必要なサービスにつなげ
る。(中央西）
●相談時、福祉保健所内で各
課と状況共有し、生活保護、
保育支援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資制度等
の各種支援に関する情報提
供及び利用に向けた支援を行
う。（須崎）
●関連部署への情報提供、連
携の継続（幡多）

●適切な支援や情報提供がで
きる支援者の資質向上が必
要。（中央西）
●DV被害者支援については、
所属で対応マニュアル等なく、
今後対応マニュアルや支援体
制など整備する必要あり。（須
崎）

●実績なし。（安芸）
●新たな事案がなく取組ができていな
い。（須崎）
●DV被害者への対応に備えて所内では
生活保護担当と母子児童担当が必要に
応じて情報共有し市町村支援を行ってい
る。（中央東）
●母子生活支援施設の入所について相
談あり。入所への支援を町村、生活保護
部署と連携して実施。(中央西）
●事例なし（幡多）

●新たな事案発生時の対応が
できるような準備が必要（須崎）
●町村と共に、本人とその家族
の将来を視野に入れ対応した。
(中央西）

●関係機関と連携して、生活
保護、育児支援、就労支援
制度等の各種支援に関する
情報提供及び利用に向けた
支援を日常業務の中で行う。
（安芸）
●相談時、福祉保健所内で
各課と状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、融
資制度等の各種支援に関す
る情報提供及び利用に向け
た支援を行う。（須崎）
●必要な制度について情報
提供。支援者間での情報共
有を行い、必要なサービスに
つなげる。(中央西）
●関連部署への情報提供、
連携の継続（幡多）

●DV被害者支援については、
所属で対応マニュアル等がな
く、今後対応マニュアルや支援
体制など整備する必要あり。
（須崎）
●アセスメントによる適切な支
援や情報提供ができるよう支
援者の資質向上が必要。（中
央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

203
●県営住宅の募集時の
優先措置等による支援

引き続き、倍率優遇を行って
いく。

応募倍率の高い団地について
は、当選・入居に至らないこと
がある。

・５月定期募集において、１件申込みが
あったが、抽選前に辞退
・８月定期募集においては、１件申込み
があり、当選後に辞退となっている。

需要と供給において質のニーズ
に差異がある可能性がある。

DV被害者のニーズ把握 実例が少なく傾向の把握が困
難

住宅課

204

●DV被害者が県職員住宅を
短期利用できるよう、部局間
使用の申請を行い、適宜対応
する。

特に無し ・上半期においては、県職員住宅を利用
された方はなし。

職員住宅利用が必要な場合、部
局間使用協議を行う。

●DV被害者が県職員住宅を
短期利用できるよう、部局間
使用の申請を行い、適宜対
応する。

特になし。

県民生活・男女共
同参画課

205

●入居基準の見直し ・利用ケースが少ない ― ― ●入居基準の見直し ・利用ケースが少ない

女性相談支援セン
ター

206

部局間使用の申請に基づき、
いつでも提供できるように職
員住宅を４戸（中央地区２戸・
安芸地区１戸・幡多地区１戸）
を確保する。

県職員住宅に空きがない場合
は、希望に添うことができない。

職員住宅４戸を、文化生活スポーツ部へ
部局間使用許可を承認した。
（中央地区２戸、安芸・幡多地区各１戸）

住宅を提供した。
（県民生活・男女共同参画課）

部局間使用により、職員住
宅を４戸提供する。
（中央地区２戸、安芸・幡多
地区各１戸）

職員住宅への入居希望者が多
く空室がなかった場合は、部局
間使用ができない。

職員厚生課

207

引き続き、緊急避難先として
の提供を行っていく。

高知市中心部の団地について
は、定期募集の応募者が多く、
DV被害者の希望に対応できて
いない。

・希望者なし ・同上 ・同上 ・同上

住宅課
（県営住宅）

208

●いろいろな不動産業者での
住宅の確保

・保証人がいないことにより住
居探しに苦労する場合がある

・不動産業者の協力により、希望する地
域での住居を見つけることができた。
・保証人のいない者がアパートを借りる
場合には、民間の保証業者に依頼した。

・希望と合致する物件が見つか
るまで時間を要する。
・遠隔地での物件探しには限界
がある。

●いろいろな不動産業者で
の住宅の確保

・保証人がいないことにより住
居探しに苦労する場合がある

女性相談支援セン
ター

209

引き続き、情報提供を行って
いく。

ＤＶ被害者への居住支援に関
する民間事業者の理解を深め
る。

情報提供を実施しているが、活用には
至っていない。

－

引き続き、情報提供を行って
いく。

ＤＶ被害者への居住支援に関
する民間事業者の理解を深め
る。

住宅課

●県職員住宅及び県営
住宅の短期利用の検討

●民間事業者の協力に
よる住宅に関する情報
の提供

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

③
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

210

・女性しごと応援室を通じた就
労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自
立支援センター等関係機関と連携を図り
ながら就労支援を実施。

来室したDV被害者に対する相
談対応や、必要に応じて関係機
関と連携できる体制を整えてい
る。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

211

●職業紹介機関への同行に
よる就職先の確保

・期間が限られており、望む職
種が少ない

― ― ●職業紹介機関への同行に
よる就職先の確保

・期間が限られており、望む職
種が少ない

女性相談支援セン
ター

212

●ハローワーク、高知家の女
性しごと応援室、市町村や県
福祉保健所など関係機関との
連携強化を継続するとともに、
ＤＶ被害者の生活再建に向
け、総合的な支援を実施して
いく。

●ＤＶ被害者をはじめとして困
難を抱えている相談者に継続
的な支援を行う体制作りが課
題である。

●効果的な支援の在り方について、セン
ター、ハローワーク、高知家の女性しごと
応援室との協議を行った。

活用が進んでいないセンターの
サービス（役所等への同行支援
など）についての周知を強化して
いく必要がある。

●来所が難しい方への出張
相談等、関係機関と連携し、
情報提供や相談支援体制を
強化する。

●相談員の育成や関係機関と
の連携
●最新の情報を積極的に情報
発信すること

児童家庭課

213

・県内約2200の事業所と市町
村へ年４回労働関係情報誌を
郵送等にて配布し、啓発を実
施。

・各事業内における従業員等
への情報の発信、活用の実効
性の確保

・県内約2200の事業所と市町村へ年４回
(うち２回発行済み)労働関係情報誌を郵
送等にて配布し、啓発を実施。ＤＶの相
談窓口についても掲載。

－

・県内約2,300の事業所と市
町村へ年４回労働関係情報
誌を郵送等にて配布し、啓発
を実施。

・各事業内における従業員等
への情報の発信、活用の実効
性の確保

雇用労働政策課

214

・ファミリー・サポート・センター
設置・運営への支援
・会員（預けたい・預かりたい）
の増加に向けたセンターのＰ
Ｒと研修の実施
・保育所・幼稚園等との連携

・会員の確保が必要
・ニーズが顕在化していない
・病児・病後児への対応

・新規開設支援（四万十町・大月町のR２
年度開設。土佐清水市のR3年度開設に
向けた支援）

・引き続き新規開設に向けた市
町村への働きかけと、制度の周
知のための広報が必要

・ファミリー・サポート・セン
ター設置・運営への支援
・会員（預けたい・預かりた
い）の増加に向けたセンター
のＰＲと研修の実施
・保育所・幼稚園等との連携
・子どもの預かり場所に係る
施設整備の支援

・会員の確保が必要
・病児・病後児への対応
・コロナ禍での自宅預かりの困
難

県民生活・男女共
同参画課

215

●託児サービスのある職業訓
練等の情報提供

・託児サービスのある職業訓練
と対象者の希望とのミスマッチ

― ― ●託児サービスのある職業
訓練等の情報提供

・託児サービスのある職業訓練
と対象者の希望とのミスマッチ

女性相談支援セン
ター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

④
就
労
に
向
け
た
支
援

●ハローワークや「高知
家の女性しごと応援室」
等との連携によるきめ
細やかな就労支援

●就職活動及び技能習
得時の託児支援
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

216

・引き続き、周知活動を行い、
本サービスを定着させていく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

・民間託児提供事業者と託児サービスの
契約を締結した。
・労働局や職業安定所、訓練実施機関と
ワーキングチーム会議を実施し、情報の
周知している。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

雇用労働政策課

217

●パソコン講座等における託
児支援

講座終了後の就労効果につい
ての検証とニーズの把握

・就労支援パソコン講座を託児付きで実
施。
　エクセル基礎（３日間・２コース）
　ワード基礎（３日間・２コース）

・就労のためのスキルアップに
つながる講座は、受講希望が多
く学習意欲も高いが、未就業者
よりも就業者の受講が増加する
傾向にある。

●パソコン講座等における託
児支援

講座終了後の就労効果につい
ての検証とニーズの把握

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

218

●新たな協力企業、民間支援
団体の掘りおこし
●現在支援頂いている協力企
業や民間支援団体との更なる
協力関係の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きかけ
　→協力企業・団体のリサー
チ、交渉

上半期実績なし ・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きかけ
　→協力企業・団体のリサーチ、
交渉

●新たな協力企業、民間支
援団Ｔ来の掘りおこし
●現在支援頂いている協力
企業や民間支援団体との更
なる協力関係の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きかけ
　→協力企業・団体のリサー
チ、交渉 県民生活・男女共

同参画課

219

●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連携

― ・協力機関に支援品協力への引き続き
の働きかけ

・継続的に支援品の提供を受け
ることができた。

●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連携

―

女性相談支援セン
ター

220

●警察との連携による安全の
確保

― ・警察との連携による安全の確保 ・被害者の安全の確保ができ
た。

●警察との連携による安全
の確保

―

女性相談支援セン
ター

221

・保護命令が発令された直後
に加害者に接触した上、発令
の事実確認及び指導警告を
実施。
・必要に応じて被害者方の巡
回等を実施し、近況を把握。

・審尋に加害者が現れなかった
場合、保護命令の発令直後に
指導警告を実施することが困
難となる。
・被害者が警察等に相談なく自
己都合で保護命令を撤回した
場合、早期の安全確保が困難
となる。

・保護命令が出された加害者全員に対
し、発令事実の確認及び指導警告を実
施した。
・審尋を欠席した加害者に対して、自宅
に行く等して、確実に発令事実の確認及
び指導警告を実施した。
・被害者の要望や事案に応じ、被害者方
の巡回等を実施した。
・各種対策により、被害者の安全確保を
図った。

・各種対策により、被害者の安
全確保が図れた。

・保護命令が発令された直
後に加害者に接触した上、
発令の事実確認及び指導警
告を実施。
・必要に応じて被害者方の巡
回等を実施し、近況を把握。

・審尋に加害者が現れなかった
場合、保護命令の発令直後に
指導警告を実施することが困
難となる。
・被害者が警察等に相談なく自
己都合で保護命令を撤回した
場合、早期の安全確保が困難
となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

④
就
労
に
向
け
た
支
援

●就職活動及び技能習
得時の託児支援

⑤
民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
拡
充

に
向
け
た
取
組
の
実
施

●ＤＶ被害者支援への
協力企業や民間支援団
体の支援充実に向けた
働きかけ

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

　
①
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
D
V
被
害
者
の
情
報
共
有
と
見
守
り

●保護命令発令後の安
全の確保
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

222

●引き続き、DVネットワーク会
議及び専門者研修会、ブロッ
ク会議を開催する。

・参加部署、参加人数を増やす
ための働きかけ。
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ブロック会を、県内５ブロック（安芸、中
央東、中央西、須崎、幡多ブロック）で実
施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、会議を中止す
ることとし、資料送付で情報共有を図っ
た。

・資料送付の情報共有のみと
なったため、各関係機関との意
見交換が実施できなかった。
・例年参加数が少ない機関への
情報提供ができた。

●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引
き続き全ブロックで関係機関
連絡会議を開催する。

・関係機関への事前の働きか
けが必要。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

223

●要保護児童対策地域協議
会等を通じたネットワークづく
りと関係機関の連携強化

・地域によって意識の濃淡があ
る

・要保護児童対策地域協議会等への参
加
　　　18回
・個別ケース検討会議への参加
　　　4回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者への支援のつなぎ
ができた。

●要保護児童対策地域協議
会等を通じたネットワークづく
りと関係機関の連携強化

・地域によって意識の濃淡があ
る

女性相談支援セン
ター

224

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

　
①
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
D
V
被
害
者
の
情
報
共
有
と
見
守
り

●地域のネットワークの
構築による情報共有
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

225

■子ども家庭総合支援拠点
の設置に取り組む市町村に対
して県単独の交付金を交付す
るほか、国補助金の活用も働
き掛け、設置に向けた支援を
行う。
民生委員・児童委員の活用に
ついて、研修会等の機会を通
じて引き続き市町村に働き掛
けていく。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

・子ども家庭総合支援拠点の設置に取り
組む11市町に対して県単独の交付金交
付による支援を行った。

・交付金交付市町については子ども家庭
総合支援拠点設置済み又は令和３年度
からの設置予定となった。
（R2.9.30現在設置済：5市町）

・人口規模の小さな自治体を中
心に、必要な資格を持つ人材の
確保が困難であること等から、
設置の見通しが立っていない。

・県単独の交付金交付による
子ども家庭総合支援拠点設
置促進を継続する。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

児童家庭課

226

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

227

●ここから東部ネットワーク会
議、要保護児童地域対策協議
会等で連携を図る。（安芸）
●DVやDVの疑いのある事例
が出た場合は関係機関の情
報共有を図る（中央西）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る（須崎・中央
東）
●ブロック別DV関係機関連絡
会を通じて市町村等関係機関
との連携促進（幡多）

●要保護児童地域対策協議会
の構成機関以外との連携及び
情報共有を図ることは困難で
ある。（須崎）

●DVの実績はないが、ここから東部ネッ
トワーク会議を10月に実施。関係機関と
の情報交換や事例検討を行っている。
（安芸）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関との連携及び情報共有に努めた。
（須崎）
●要保護児童地域対策協議会の関係
会議等に出席し構成機関との連携及び
情報共有を図っている。（中央東）
●市町村や関係機関とのケース会に参
加し、情報共有した。（中央西）
●ブロック別DV関係機関連絡会に参加
予定（幡多）

●関係機関とのネットワーク構
築を深めることができた。（安芸）
●ネットワークで情報共有を図る
ことができた。（須崎）

●ここから東部ネットワーク
会議、要保護児童地域対策
協議会等で連携を図る。（安
芸）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る。（須崎）
●DVやDVの疑いのある事
例が出た場合は関係機関と
の情報共有を図る（中央西）
●ブロック別DV関係機関連
絡会を通じて市町村等関係
機関との連携促進（幡多）

●要保護児童地域対策協議会
以外の地域ネットワークとの情
報共有は困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

　
①
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
D
V
被
害
者
の
情
報
共
有
と
見
守
り

●地域のネットワークの
構築による情報共有

51



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

228

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11市
への配置を継続する。
・SSWの配置を35市町村・学
校組合及び25県立学校に拡
充する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年１
回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSWの配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向上を
図る必要がある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウト
リーチ型SCを11市の支援センターに配
置した。
・SSWを35市町村・学校組合、25県立学
校に配置するとともに、未配置校への支
援体制を整えた。
・SC等研修講座の開催計画を年５回に
変更し、実施（10月以降に開催予定）
・SSW連絡協議会（12月開催予定）
・SSW初任者研修会（11月以降に開催予
定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・SC、SSWスーパーバイズの実施（随時）

・SC及びSSWを全ての公立学校
に配置または支援ができる体制
としたことにより、児童生徒が相
談しやすい環境を整えることが
できている。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SCやSSWの専
門性の向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＣやＳＳＷの
支援力向上に努める必要があ
る。

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11
市への配置を継続する。
・SSWを全公立学校に配置
又は派遣できる体制を継続
する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年
１回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSW配置拡充のための
予算確保
・SC、SSWの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課

229

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

・新型コロナウイルスの影響により、ブ
ロック別DV関係機関連絡会議が開催さ
れなかったものの、個別事案について、
女性相談支援センターや児童相談所へ
出向している警察官を通じて情報共有を
図るなど、関係機関と都度、情報共有を
図り、連携を図った。

・他機関と情報共有や連携を図
ることができた。

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

230
●住民基本台帳の閲覧
等の禁止の趣旨及び留
意点の周知

　今後もこれまでの取り組み
に引き続き、戸籍・住民基本
台帳協議会 議会や各市町村
へのメール等で制度の趣旨及
び留意点等の周知に努める。

　これまで各市町から加害者に
支援者の情報がもれたという
報告はなく、問題なく対応がさ
れていると思われるが、ＤＶ被
害者に係る住民基本台帳の事
務については、慎重に行う必要
があり、実務において判断に悩
む事例があることから、今後も
市町村において支援対象者の
住所等の情報が、なりすましに
よって加害者に知られることの
ないよう、市町村窓口担当者に
対して周知を継続していく。

各市町村へのメール等で、住民基本台
帳事務におけるDV支援対象者への対
応・連携等について情報提供を行った。
　これまで行ってきた周知の結果、事務
処理要領等に基づき制度が適切に運用
されている。

　支援者の情報が漏れたという
報告はなく、適切に運用・対応が
なされていると考える。

　今後もこれまでの取り組み
に引き続き、戸籍・住民基本
台帳協議会や各市町村への
メール等で制度の趣旨及び
留意点等の周知に努める。

　これまで各市町から加害者に
支援者の情報がもれたという
報告はなく、問題なく対応がさ
れていると思われるが、ＤＶ被
害者に係る住民基本台帳の事
務については、慎重に行う必要
があり、実務において判断に悩
む事例があることから、今後も
市町村において支援対象者の
住所等の情報が、なりすましに
よって加害者に知られることの
ないよう、市町村窓口担当者に
対して周知を継続していく。

市町村振興課

231

・要保護児童対策地域
協議会や民生委員・児
童委員との連携

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

232

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

233

・要保護児童に関する情報収
集を継続するとともに事案に
応じて他の関係機関との連携
を図る。

・要保護児童に関する情報収
集の方法を見直し、効率よく対
応できるように検討する必要が
ある。

・要保護児童対策協議会に参加し、情報
の収集に努めた。

・支援が必要な児童生徒の情報
の収集ができた。

・要保護児童に関する情報
収集を継続するとともに事案
に応じて他の関係機関との
連携を図る。

・要保護児童に関する情報収
集の方法を見直し、効率よく対
応できるように検討する必要が
ある。

人権教育・児童生
徒課

234

●ここから東部ネットワーク会
議、要保護児童地域対策協議
会等で連携を図る。（安芸）
●個別検討会等により各担当
間での情報の共有化を図り、
必要な育児支援を行う(中央
西）
●必要時、児童相談所等と連
携し育児支援を実施する。（須
崎・中央東）

●育児支援に関わる機関の具
体的な役割や人員配置など明
確化する必要がある。（須崎）

●DVの実績はないが、DVの恐れがある
児童虐待例についてネットワーク会議等
で情報共有している。（安芸）
●要保護児童地域対策協議会構成機
関との連携及び情報共有に努めた。（須
崎）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として個別支援検討会等に出席し
必要に応じて育児支援に関する提案等
を行っている。（中央東）
●市町村の行うケース会に参加し、必要
な育児支援を検討した。(中央西）

●関係者間での情報共有ができ
ている。（安芸）
●要保護児童地域対策協議会
でのネットワーク構築を深めるこ
とができた。（須崎）
●支援の方向性について、関係
機関間の認識の統一が必要。
（中央西）

●ここから東部ネットワーク
会議、要保護児童地域対策
協議会等で連携を図る。（安
芸）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る（須崎）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を図
り、必要な育児支援を行う(中
央西）

●要保護児童地域対策協議会
の構成機関以外との連携及び
情報共有を図ることは困難で
ある。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

235

■児童相談所職員が講師と
なって、配偶者暴力相談支援
センターの職員に対して、面
前DV等による子どもへの心理
的影響について継続的に研
修を行う予定。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員が実践に生かせる研修
内容とすること。

・年度内に、児童相談所職員と配偶者暴
力相談支援センターの職員で、面前DV
による子どもへの心理的影響について
の研修を実施する（日程は未定）。

未実施 ・児童相談所職員と配偶者
暴力相談支援センターの職
員で、面前DV等による子ど
もへの心理的影響について
継続的に研修を行う。

・連携した支援のために、相互
の業務について理解を深める
必要がある。

児童家庭課
（児童相談所）
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・要保護児童対策地域
協議会や民生委員・児
童委員との連携

●児童相談所や福祉保
健所等による育児支援
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

236

●面会交流にかかるＤＶ被害
者のニーズに対して、関係機
関と連携して適切な支援が行
える

・支援に関する情報を収集す
る。

・対応事例無し。 ・対応事例がないため、支援に
関する情報が不足している

●面会交流にかかるＤＶ被
害者のニーズに対して、関係
機関と連携して適切な支援
が行える

・対応事例がないため、支援に
関する情報が不足している

県民生活・男女共
同参画課

237

●ひとり親家庭等就業・自立
支援センターでの弁護士、司
法書士による相談対応を行
う。
●DV被害者が相談しやすい
配偶者暴力支援センターにお
ける女性弁護士による法律相
談の周知等関係機関との緊
密な連携体制を構築する。

●相談者がDV被害者である場
合においてその事実を把握で
きるかどうかは、当該相談者の
意思の尊重が前提に置かれて
なければならないと考えられ
る。
したがって、DV被害者である相
談者の把握は困難である。

●ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターセンターにおける法律相談：40件
（R2.9月末時点）

●ＤＶ被害の当事者からの相談
は、左記の法律相談40件のうち
2件であった。
（R2.9月末時点）

●ひとり親家庭等就業・自立
支援センターでの弁護士、司
法書士による相談対応を行
う。
●DV被害者が相談しやすい
配偶者暴力支援センターに
おける女性弁護士による法
律相談の周知等関係機関と
の緊密な連携体制を構築す
る。

●相談者がDV被害者である場
合においてその事実を把握で
きるかどうかは、当該相談者の
意思の尊重が前提に置かれて
なければならないと考えられ
る。
したがって、DV被害者である相
談者の把握は困難である。

児童家庭課
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●支援が必要な事例があれ
ば、市町村等の関係機関と連
携し、子どもの成長を見守る。
（安芸）
●個別検討会等により関係機
関の情報の共有化を図り、見
守りの体制をサポートする（中
央西・中央東）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図り、子どもの心
身の状況を確認し助言支援す
る（須崎）
●必要時に市町村や児相等
と連携（幡多）

●子どもの心身の成長の見守
りに関わる機関の具体的な役
割や人員配置など明確化して
いく必要がある（須崎）

●実績なし。（安芸）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例
は少ないが、必要に応じて市町と連携し
た（須崎）
●市町村の実施するケース会に参加し
検討を行った。(中央西）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として個別支援検討会等に出席し、
子どもの健やかな成長に関する提案等
を行っている。（中央東）
●事例なし（幡多）

●要保護児童地域対策協議会
等でDVの被害者に対し、子ども
の心身の状態を確認し助言支援
することの再確認をした。（須崎）
●関係機関と一緒に子どもの見
守り体制について検討できた。
（中央西）

●支援が必要な事例があれ
ば、市町村等の関係機関と
連携し、子どもの成長を見守
る。（安芸）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図り、子どもの心
身の状態を確認し助言支援
する。（須崎）
●個別検討会等により関係
機関の情報の共有化を図
り、見守りの体制をサポート
する（中央西）
●必要時に市町村や児相等
と連携（幡多）

●子どもの心身の成長の見守
りに関わる機関の具体的な役
割や人員配置などを明確化し
ていく必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

239

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）
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●関係機関の連携によ
る子どもの心身の成長
の見守り
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●関係機関の連携によ
る子どもの心身の成長
の見守り

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支援
内容の充実を図る。また、ブ
ロック別研修支援においては
地域におけるミドルリーダーの
育成・活用により、各園の
日々の保育実践及び保育者
としての資質・専門性の向上
を図る。

・親育ち支援啓発事業におけ
る保護者研修や保育者研修
の拡充に向け、継続的に園や
市町村への研修の実施を呼
びかける。
・園内で組織的計画的な親育
ち支援が行われるよう、親育
ち支援担当者の役割を具体
的に明確に提示しながら、さら
なる担当者の位置付けを推進
するとともに、園務分掌での位
置付けを進めていく。

保育所保育指針・幼稚園教育
要領等を踏まえた質の高い教
育・保育の実施に向け、高知県
教育・保育の質向上ガイドライ
ン等を活用した研修支援を行う
必要がある。

・親育ち支援担当者の役割を
認識してもらうためのさらなる
働きかけが必要である。

・園内研修支援事業において124回の研
修支援を行った。うちブロック別研修支
援（26園）では、保育参観に基づくグルー
プ協議を中心に、継続支援を行った。い
ずれの園内研修においても、保育所保
育指針・幼稚園教育要領等や高知県教
育・保育の質向上ガイドラインを活用し、
教育・保育の質の向上につながるよう支
援している。

・親育ち支援啓発事業において、親育ち
支援アドバイザー等による保護者への
研修を18回行った。新型コロナウイルス
感染予防のため、各園において当初計
画していた保護者研修は実施できなかっ
たが、各園で工夫して、保護者に対して
基本的生活習慣を身につけることの大
切さなどについて、お便りやお迎え時に
口頭で伝達することなどが行われた。
・保育者への研修は32回行った。
・昨年度、親育ち支援担当者を配置して
いない園に個別に助言等を行った結果、
親育ち支援担当者の配置率は99.7％
（昨年度比＋22.9％）となっている。

・各園の研修テーマや要望に合
わせた園内研修支援を実施する
とともに、ブロック別研修支援に
おいては担当主事が継続支援
することで、園の課題や状況に
応じた研修等につながっている。

・保護者研修に参加していない
保護者については、保育者に研
修等で意識付けしていくことで、
お便りなどでの伝達等、研修内
容が広げられている。

・ほとんどの園で親育ち支援担
当者が位置付けられ、園全体で
チームとして親育ち支援に取り
組むための仕組みはできたこと
から、今後は支援内容を充実さ
せていく必要がある。

・実施園との事前・事後の連
絡及び市町村担当課との連
携を密にすることにより、支
援内容の充実を図る。また、
ブロック別研修支援において
は地域におけるミドルリー
ダーの育成・活用により、各
園の日々の保育実践及び保
育者としての資質・専門性の
向上を図る。

・親育ち支援啓発事業にお
ける保護者研修や保育者研
修の拡充に向け、継続的に
園や市町村に対して研修の
実施を呼びかける。
・園内で組織的計画的な親
育ち支援が行われ、親育ち
支援担当者が園内で役割を
果たせるよう、支援していく。

保育所保育指針・幼稚園教育
要領等を踏まえた質の高い教
育・保育の実施に向け、高知県
教育・保育の質向上ガイドライ
ン等を活用した研修支援を行っ
ているが、全ての園に浸透する
には時間を要すること。

・親育ち支援担当者を中心とし
た園での取組を、必要に応じて
関係機関につなぐとともに、小
学校に確実に引き継ぐ体制を
整備する必要があること。

幼保支援課
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●養護教諭・スクールカ
ウンセラー等による学校
でのケアの充実

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11市
への配置を継続する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SCに対するスーパーバイズ
の実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SCの配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る必
要がある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウト
リーチ型SCを11市の支援センターに配
置した。
・SC等研修講座の開催計画を年５回に
変更し、実施（10月以降に開催予定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・スーパーバイズの実施（随時）

・SCを全ての公立学校に配置し
たことにより、児童生徒が相談し
やすい環境を整えることができ
ている。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SCの専門性の
向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＣの支援力
向上に努める必要がある。

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11
市への配置を継続する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SCに対するスーパーバイズ
の実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SCの配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課
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●養護教諭・スクールカ
ウンセラー等による学校
でのケアの充実

●養護教諭初任者研修の実
施。
●研修会などの機会を通じ
て、現職養護教諭にスクール
ヘルスリーダー派遣事業制度
の周知を図る。
●スクールヘルスリーダーを
確保するため、退職養護教諭
向けに希望調査を実施。

●スクールヘルスリーダーの確
保

●スクールヘルスリーダーを経験の浅い
養護教諭配置の６校へ派遣。

●養護教諭の世代交代により経
験の浅い養護教諭配置校が増
加しているが、それら全ての学
校にスクールヘルスリーダーを
派遣することができない。
また、経験の浅い養護教諭配置
校であっても、スクールヘルス
リーダーの希望がない場合があ
る。

●養護教諭初任者研修の実
施。
●研修会などの機会を通じ
て、現職養護教諭にスクール
ヘルスリーダー派遣事業に
ついて周知を図る。

●スクールヘルスリーダーの確
保

保健体育課
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Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組
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担当課室又は

関係機関

243

●必要な事例があった場合
は、スクールソーシャルワー
カー及び市町村職員等と連携
し支援する。（安芸）
●スクールソーシャルワー
カーや市町村職員等との情報
共有を通じ必要なケアを把握
しケアの充実に向けた市町村
への助言、及び支援を行う。
（中央西・中央東）
●要保護児童地域対策協議
会の機会を通じ、スクール
ソーシャルワーカー及び市町
村職員等に助言支援する。
（須崎）

●家庭等でのケアに関わる機
関の具体的な役割など確認し
ていく必要がある（須崎）

●実績なし。（安芸）
●母子事例の直接窓口が市町村のため
市町から相談があれば対応できるように
した。（須崎）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として個別支援検討会等に出席し、
子どもの健やかな成長に向けて協議が
できるよう、提案を行っている。（中央東）

●事例により、家庭でのケアを
する市町村支援の必要性を再
確認した。（須崎）

●必要な事例があった場合
は、スクールソーシャルワー
カー及び市町村職員等と連
携し支援する。（安芸）
●市町村職員等の支援を適
宜していく。（須崎）
●事例があれば、スクール
ソーシャルワーカーや市町村
職員等との情報共有を通じ
必要なケアを把握しケアの充
実に向けた市町村への助
言、及び支援を行う。（中央
西）

●家庭等でケアに関わる機関
の具体的な役割を確認していく
必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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・SSWの配置を35市町村・学
校組合及び25県立学校に拡
充する。
・SSW連絡協議会の開催（年１
回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SSWに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SSW配置拡充のための予算
確保
・SSWの専門性の向上を図る
必要がある。

・SSWを35市町村・学校組合、25県立学
校に配置するとともに、未配置校への支
援体制を整えた。
・SSW連絡協議会（12月開催予定）
・SSW初任者研修会（11月以降に開催予
定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・SSWスーパーバイズの実施（随時）

・SSWを全ての公立学校に配置
または支援ができる体制としたこ
とにより、児童生徒が相談しや
すい環境を整えることができてい
る。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SSWの専門性の
向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＳＷの支援
力向上に努める必要がある。

・SSWを全公立学校に配置
又は派遣できる体制を継続
する。
・SSW連絡協議会の開催（年
１回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SSWに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SSW配置拡充のための予算
確保
・SSWの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課

245

●民間支援団体による
同行支援や居場所づく
りなど特色ある取組の
推進

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

民間シェルター運営費補助実施の交付
決定
　・１か所　1,000千円
配偶者暴力被害者等支援交付金の交
付決定
　・上限　10,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

県民生活・男女共
同参画課

246

②
被
害
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
回
復
の
支
援

●民間支援団体による
同行支援や居場所づく
りなど特色ある取組の
推進

●県内各地で支援を行う民間
支援団体等との連携

・支援団体等が限られている ・民間支援機関と連絡を取り合い、連携
を維持。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られている

女性相談支援セン
ター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

②
被
害
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
回
復
の
支
援

●スクールソーシャル
ワーカー及び市町村職
員等による家庭等での
ケアの充実
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

247

・あったかふれあいセンター職
員研修の継続

・人材育成研修の継続 ・多様な利用者ニーズに対応するため、
あったかふれあいセンター職員等を対象
とした研修を実施した。
　スタッフ研修（7/17,22,29）43名
　コーディネーター研修（8/19）37名

・ゲートキーパーとしての役割の
機能強化に向けて、利用者の支
援ニーズの把握や関係機関に
適切につなぐスキルアップが必
要

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続

・人材育成研修の継続

地域福祉政策課

248

市町村、地域包括支援セン
ター職員を対象とした高齢者
虐待対応研修を実施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：R2.11.17 

- 市町村、地域包括支援セン
ター職員を対象とした高齢者
虐待対応研修を実施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者福祉課

249

●隣保館を定期的に訪問し、
DVに関する相談の有無や対
応状況を聞き取る。

ー ・未実施
（上半期は新型コロナウイルス感染症の
影響により、隣保館への訪問調査を実
施できなかった）

・下半期は隣保館への訪問調査
を実施する予定。
・生活相談等の背景にＤＶがあ
る場合も考えられるので、専門
機関との連携が重要である。

・隣保館を定期的に訪問し、
ＤＶに関する相談の有無や
対応状況を聞き取る。

人権課

250
●民間支援団体との連
携による居場所づくり
【一部再掲】

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

民間シェルター運営費補助実施の交付
決定
　・１か所　1,000千円
配偶者暴力被害者等支援交付金の交
付決定
　・上限　10,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課

251

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

③
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

●民間支援団体との連
携による居場所づくり
【一部再掲】

●県内各地で支援を行う民間
支援団体等との連携

・支援団体等が限られている ・民間支援機関と連絡を取り合い、連携
を維持。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られている

女性相談支援セン
ター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
２

）
安
全
安
心
な
暮
ら
し
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
充
実

③
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

●あったかふれあいセ
ンター等との連携
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

252
●市町村基本計画の策
定と取組の推進

市町村の戸別訪問を強化し、
計画の必要性等を説明

市町村におけるマンパワーの
不足

・上半期は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、市町村へ訪問できてい
ない。下半期では、市町村におけるＤＶ
の相談等への対応の訪問調査に合わせ
て、計画未策定の市町村へ声かけを行
う。

・市町村の中でのマンパワー不
足があり、計画策定が進まない
ことが多々あるため、ＤＶ被害者
等支援計画の策定の必要性の
説明と合わせて、効率的な計画
策定の支援が必要である。

・市町村へ訪問し、計画の必
要性等を説明する
・一体的な策定が可能な計
画との策定への働きかけ

・市町村におけるマンパワーの
不足

県民生活･男女共
同参画課

253

●広報紙等を活用した
意識啓発及び窓口等周
知実施の働きかけ【一
部１（２）②再掲】

「女性に対する暴力をなくす運
動期間（11月12日～25日）」を
中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発セン
ター等、活用させてもらえる広
報媒体を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広
報活動の実施
○民間支援団体と協働した広
報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
　・高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予
定。）
「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11月12日～25日）」を中心とした啓発の
実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/17）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの
掲示（路線バス40台、バス待合所３ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・配
布
　・高知城パープルライトアッ
プ

・広報素材の工夫や広報の強
化
・ターゲット（若年層、高齢者・
障害者等の情報弱者、被害
者・加害者）にあった内容か、
あるいは広報媒体や方法が適
当か。

県民生活・男女共
同参画課

254

●ブロック別関係機関連絡会
議等を通じてDV理解の浸透を
図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・町村の職員体制

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ためブロック会議を中止としたが、資料
提供の情報共有をはかり、DV理解の浸
透を図った。
　　グループ討議等
・市町村内の各関係部署間の早期の連
携強化への働きかけを行った。

・関係機関によるグループ討議
で、互いの役割や連携について
確認できた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・市町村職員の異動等による、
知識、経験の蓄積の困難さ

県民生活・男女共
同参画課

255

●ブロック別関係機関連絡会
議等を通じてDV理解の浸透を
図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・町村の職員体制

・新型コロナ感染防止のため、ブロック別
ＤＶ関係機関連絡会は開催されなかった
が、各市町村を個々に訪問し、担当者と
意見交換を行った。

・関係機関と情報交換・連携強
化が図られた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の浸
透を図る。
●市町村内の各関係部署間
の連携強化への働きかけ

・ケースが起きてからの対応に
なる。
・町村の職員体制

女性相談支援セン
ター

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
１

）
地
域
で
の
見
守
り
体
制
づ
く
り

①
市
町
村
の
取
組
強
化
に
む
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●市町村役場の関係部
署間の連携強化の促進
にむけての働きかけ【２
（２）③再掲】
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

256

●被害者支援マニュア
ルの作成等によるノウ
ハウの共有【２（２）③再
掲】

●ＤＶ被害者サポートブックの
作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブックを
活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

・ＤＶ被害者サポートブックを各市町村、
関係機関へ配布

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者からの相談対応
に役立った。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

女性相談支援セン
ター

257

●ＤＶ被害者サポートブックの
作成・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提供

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

・ＤＶ被害者サポートブックを各市町村、
関係機関へ配布

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者からの相談対応
に役立った。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布
●ＤＶブロック会議や各種会
議等を通じた研修や情報提
供

・ＤＶ相談の多寡の違いによる
意識の違い

女性相談支援セン
ター

258

●相談員対象のスキルアップ
研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

（上半期未実施） ー ●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加拡
充及び県下の相談員の課題解
決

男女共同参画セン
ター「ソーレ」

259

●研修への講師派遣及び研
修課題の決定権限は市町村
にあるため、希望があれば対
応する。

・センターはあらゆる人権問題
の啓発研修を行っているが、Ｄ
Ｖ防止の専門的な部分につい
ては、専門部署に頼らざるを得
ない。

・未実施 - ●研修への講師派遣及び研
修課題の決定権限は市町村
にあるため、希望があれば
対応する。

・センターはあらゆる人権問題
の啓発研修を行っているが、Ｄ
Ｖ防止の専門的な部分につい
ては、専門部署に頼らざるを得
ない。 人権啓発センター

260

②
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組

●ブロック別DV関係機
関連絡会議の開催【１
（１）①再掲】

●ブロック会議の役割と目的
を整理し、内容の見直しを検
討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引き
続き全ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・参加部署、参加人数を増やす
ための働きかけ。
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ブロック会を、県内５ブロック（安芸、中
央東、中央西、須崎、幡多ブロック）で実
施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、会議を中止す
ることとし、資料送付で情報共有を図っ
た。

・資料送付の情報共有のみと
なったため、各関係機関との意
見交換が実施できなかった。
・例年参加数が少ない機関への
情報提供ができた。

●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引
き続き全ブロックで関係機関
連絡会議を開催する。

・関係機関への事前の働きか
けが必要。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
１

）
地
域
で
の
見
守
り
体
制
づ
く
り

①
市
町
村
の
取
組
強
化
に
む
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●相談窓口等職員に対
する研修の実施及び情
報提供【２（２）③　再掲】
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

261

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議を通じ、ＤＶ防止や被
害者支援のための関係機関と
情報交換・連携強化

市町村担当者の異動による知
識、経験の蓄積の困難さ

・新型コロナ感染防止のため、ブロック別
ＤＶ関係機関連絡会は開催されなかった
が、各市町村を個々に訪問し、担当者と
意見交換を行った。

・関係機関と情報交換・連携強
化が図られた。

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議を通じ、ＤＶ防止や被
害者支援のための関係機関
と情報交換・連携強化

市町村担当者の異動による知
識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セン
ター

262

●ブロック別DV関係連絡会議
に参加を継続し、関係機関と
情報共有し、連携を促進す
る。（安芸）
●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会に参加し、ＤＶの実態や
関係機関の取組を把握し必要
時連絡を図る。（中央西・中央
東）
●ブロック別DV研修会の日程
により参加できない場合の関
係機関との連携は、通常業務
を通じて連携する必要があ
る。（須崎）
●ブロック別DV関係機関連絡
会議に参加し、関係機関との
連携を促進する（幡多）

●ブロック別ＤＶ関係機関連絡
会議に参加し、関係機関との
連携を図る。（須崎）

●実績なし。（安芸）
●管内の事業者の健康管理担当者の
研修会でDV防止啓発カードを配布し、啓
発した。（須崎）
●関係会議等資料配付による情報共有
（新型コロナウイルス感染予防のため集
合開催の中止）、(中央東、中央西）
●ブロック別DV関係機関連絡会に参加
予定（幡多）

●下半期に開催があれば参加
する。（安芸）
●職域関係の対象者にＤＶ防止
の意識を持ってもらうよう取り組
むことができた。（須崎）
●市町村や警察署の取組や連
携、DVの現状を把握、現状を共
有できた。（中央西）

●ブロック別ＤＶ関係機関連
絡会議に参加し、関係機関と
情報共有し、連携を促進する
（安芸）
●管内での関係機関研修会
や連絡会等機会のにDV防
止の啓発を実施する。（須
崎）
●ブロック別DV関係機関連
絡会に参加し、DVの実態や
関係機関の取組を把握し必
要時連携を図る。(中央西）
●ブロック別DV関係機関連
絡会議に参加し、関係機関と
の連携を促進する（幡多）

●研修会では限られた時間の
ため周知内容の工夫が必要。
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

263

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

・新型コロナウイルスの影響により、ブ
ロック別DV関係機関連絡会議が開催さ
れなかったものの、個別事案について、
女性相談支援センターや児童相談所へ
出向している警察官を通じて情報共有を
図るなど、関係機関と都度、情報共有を
図り、連携を図った。

・他機関と情報共有や連携を図
ることができた。

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

264

・女性しごと応援室を通じた就
労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自
立支援センター等関係機関と連携を図り
ながら就労支援を実施。

来室したDV被害者に対する相
談対応や、必要に応じて関係機
関と連携できる体制を整えてい
る。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

265

●関係相談機関等の会議、研
修会等を通じたＤＶ防止の啓
発等の実施

― ・新型コロナ感染防止のため、ブロック別
ＤＶ関係機関連絡会は開催されなかった
が、各市町村を個々に訪問し、担当者と
意見交換を行った。

・関係機関と情報交換・連携強
化が図られた。

●関係相談機関等の会議、
研修会等を通じたＤＶ防止の
啓発等の実施

―

女性相談支援セン
ター
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●ブロック別DV関係機
関連絡会議の開催【１
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●地域における企業、
関係機関・団体、者との
連携強化・理解促進の
ための取組の実施【２
（１）②再掲】

60



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 
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担当課室又は

関係機関

266

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

267

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課

268

圏域別の意見交換会を継続
的に実施し、情報共有を行う。

市町村と弁護士等の専門職団
体など、高齢者に関わる関係
機関との継続的な連携が必要

圏域別意見交換会（1～2月予定） - 圏域別の意見交換会を継続
的に実施し、情報共有を行
う。

市町村と弁護士等の専門職団
体など、高齢者に関わる関係
機関との継続的な連携が必要

高齢者福祉課

269

●継続して研修等の機会を通
じて、障害者虐待防止法と連
携した防止対策等の広報・啓
発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

●障害者虐待防止研修の実施内容の
協議・調整
【行政】11/17（火）
【施設】第一部：12/8（火）～14（月）
　　　　 第二部：12/18（金）、22（火）

●新型コロナウイルス感染症対
策のため、事業所向けの研修に
ついて、管理者・施設長を対象と
した研修のみとし、オンライン研
修で実施することとした。
●研修の実施に向けて計画的
に準備を進めている。

●継続して研修等の機会を
通じて、障害者虐待防止法と
連携した防止対策等の広
報・啓発を行う。

●障害者相談支援の実施主体
である市町村や障害者福祉施
設・事業所との情報共有や連
携。

障害福祉課

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
2

）
地
域
に
お
け
る
早
期
発
見
、
通
報
及
び
相
談
体
制
づ
く
り

①
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組
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た形
・アウトカム（成果） 
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実施後の分析、検証
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関係機関

270

●個別ケースに応じた市町村
等との調整と被害者への情報
提供

― ・相談者及び入所者に母子での生活自
立に関する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建のた
めに、生活保護、保育支援、就労支援制
度等の情報提供と利用への支援がス
ムーズにできるよう市町村との連携を
行った。

・生活の再建につながった。 ●個別ケースに応じた市町
村等との調整と被害者への
情報提供

―

女性相談支援セン
ター

271

●相談に応じて被害者の生活
再建のために必要な、生活保
護、保育支援、就労支援制度
等の情報提供と利用がスムー
ズにできるよう市町村との連
携を行う。（安芸）
●必要な制度の情報提供や
サービスの窓口につなげるな
どの支援を行う(中央東）
●必要な制度について情報提
供を行う。支援者間での情報
共有によるアセスメントを行
い、必要なサービスにつなげ
る。(中央西）
●相談時、福祉保健所内で各
課と状況共有し、生活保護、
保育支援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資制度等
の各種支援に関する情報提
供及び利用に向けた支援を行
う（須崎）。

●適切な支援や情報提供がで
きる支援者の資質向上が必
要。（中央西）
●DV被害者支援については、
所属で対応マニュアル等なく、
今後対応マニュアルや支援体
制など整備する必要あり（須
崎）。

●実績なし。（安芸）
●新たな事案がなく取組ができていな
い。（須崎）
●母子生活支援施設の入所についての
相談あり。アセスメントを行い、支援を実
施した。(中央西）
●DV被害者への対応に備えて所内では
生活保護担当と母子児童担当が必要に
応じて情報共有し市町村支援を行ってい
る。（中央東）

●新たな事案発生時の対応が
できるような準備が必要(須崎）
●市町村と一緒に本人の将来
のことを視野に入れた対応がで
きた。(中央西）

●関係機関と連携して、生活
保護、育児支援、就労支援
制度等の各種支援に関する
情報提供及び利用に向けた
支援を日常業務の中で行う。
（安芸）
●相談時、福祉保健所内で
各課と状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、融
資制度等の各種支援に関す
る情報提供及び利用に向け
た支援を行う。（須崎）
●必要な制度について情報
提供を行う。支援者間での情
報共有によるアセスメントを
行い、必要なサービスにつな
げる。(中央西）

●DV被害者支援については、
所属で対応マニュアル等がな
く、今後対応マニュアルや支援
体制など整備する必要あり。
（須崎）
●アセスメントによる適切な支
援や情報提供ができるよう支
援者の資質向上が必要。（中
央西）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

272

●児童扶養手当等ひとり親家
庭に対する各支援施策につい
てSNS等により広報の強化を
図る。
●児童扶養手当に係る現況
届の機会を活用した相談窓口
等の周知を行う。
●市町村の児童扶養手当担
当課及び母子保健担当課等
を訪問し、センターの周知依
頼等を行う。

●必要な情報が届いていない
ひとり親の人数等の把握が困
難であること。

●ひとり親家庭福祉事務担当者会の実
施（6/3、参加者33名）※コロナの影響に
より規模を縮小して実施。
●ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターにおいて、電話、メール相談に加え
て、4月からLINEによる情報提供を行っ
た。（登録者75名）
●フェイスブックを活用したひとり親家庭
向けの広報（パソコン講座、青蘭会の行
事等の告知やひとり親世帯臨時特別給
付金の案内等）を実施した。

●コロナの影響により、対面接
触が制限されている中で、SNS
等による情報発信は有効であ
る。

●児童扶養手当等ひとり親
家庭に対する各支援施策に
ついて、SNS等により広報の
強化を図る。
●高等職業訓練促進給付金
等の支援制度について、看
護師等を養成する専門学校
等を訪問し、周知を依頼す
る。

●関係機関との連携
●広報や訪問活動の効果の把
握

児童家庭課
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●生活保護、保育支
援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資
制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用
に向けた支援【４（１）②
再掲】
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実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

273

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資
制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用
に向けた支援【４（１）②
再掲】

・引き続き、周知活動を行い、
本サービスを定着させていく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

・民間託児提供事業者と託児サービスの
契約を締結した。
・労働局や職業安定所、訓練実施機関と
ワーキングチーム会議を実施し、情報の
周知している。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させて
いく。

・労働局、訓練実施機関と密な
連携を図り、必要な方に情報が
届くよう、引き続き取り組みを続
けていく。

雇用労働政策課

274
●地域のネットワークの
構築による情報共有

●引き続き、DVネットワーク会
議及び専門者研修会、ブロッ
ク会議を開催する。

・参加部署、参加人数を増やす
ための働きかけ。
・参加メンバーのDVに関する関
心を高め、DV支援を行う上で
の役割を再認識してもらうため
の働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業務
を兼務し、多忙な中では、件数
の少ないDV支援の優先度が
低くなりがち。男女共同参画や
DVの担当部署を持たない市町
村の関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ブロック会を、県内５ブロック（安芸、中
央東、中央西、須崎、幡多ブロック）で実
施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、会議を中止す
ることとし、資料送付で情報共有を図っ
た。

・資料送付の情報共有のみと
なったため、各関係機関との意
見交換が実施できなかった。
・例年参加数が少ない機関への
情報提供ができた。

●ＤＶ被害者を地域で見守る
環境づくりを進めるため、引
き続き全ブロックで関係機関
連絡会議を開催する。

・関係機関への事前の働きか
けが必要。
・男女共同参画やＤＶ担当部署
を持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を持っ
てもらうか。

県民生活・男女共
同参画課
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

275

●要保護児童対策地域協議
会等を通じたネットワークづく
りと関係機関の連携強化

・地域によって意識の濃淡があ
る

・要保護児童対策地域協議会等への参
加
　　　18回
・個別ケース検討会議への参加
　　　4回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者への支援のつなぎ
ができた。

●要保護児童対策地域協議
会等を通じたネットワークづく
りと関係機関の連携強化

・地域によって意識の濃淡があ
る

女性相談支援セン
ター

276

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課

277

■子ども家庭総合支援拠点
の設置に取り組む市町村に対
して県単独の交付金を交付す
るほか、国補助金の活用も働
き掛け、設置に向けた支援を
行う。
民生委員・児童委員の活用に
ついて、研修会等の機会を通
じて引き続き市町村に働き掛
けていく。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

・子ども家庭総合支援拠点の設置に取り
組む11市町に対して県単独の交付金交
付による支援を行った。

・交付金交付市町については子ども家庭
総合支援拠点設置済み又は令和３年度
からの設置予定となった。
（R2.9.30現在設置済：5市町）

・人口規模の小さな自治体を中
心に、必要な資格を持つ人材の
確保が困難であること等から、
設置の見通しが立っていない。

・県単独の交付金交付による
子ども家庭総合支援拠点設
置促進を継続する。

・人口規模の小さな自治体単
独で子ども家庭総合支援拠点
を運営するためには人材や財
源の確保が困難
・交付金の活用自治体拡大に
向けた周知及び財源確保

児童家庭課

278

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る。

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）
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●地域のネットワークの
構築による情報共有
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
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柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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●要保護児童地域対策協議
会、自殺予防、ここから東部
ネットワーク会議の取組で関
係機関の対応力を強化し、対
応力に応じて支援する。（安
芸）
●DVやDVの疑いのある事例
が出た場合は関係機関の情
報共有を行う（中央西）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る（須崎・中央
東）

●要保護児童地域対策協議会
の構成機関以外との連携及び
情報共有を図ることは困難で
ある（須崎）。

●実績なし。（安芸）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関との連携及び情報共有に努めた。
（須崎）
●DVの事例について、市町村等の関係
機関と情報の共有化をおこなった。(中央
西）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として代表者会や実務者会、個別
支援検討会へ出席している。（中央東）　

●ネットワークで情報共有を図る
ことができた。（須崎）
●要対協事務局や町の障害担
当保健師をはじめとする関係機
関と連携できた。（中央西）。

●要保護児童地域対策協議
会、自殺予防、ここから東部
ネットワーク会議の取組で関
係機関の対応力を強化し、
対応力に応じて支援する。
（安芸）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る。（須崎）
●DVやDVの疑いのある事
例が出た場合は関係機関の
情報共有を行う（中央西）

●要保護児童地域対策協議会
以外の地域ネットワークとの情
報共有は困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

280

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11市
への配置を継続する。
・SSWの配置を35市町村・学
校組合及び25県立学校に拡
充する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年１
回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSW配置拡充のための
予算確保
・SC、SSWの専門性の向上を
図る必要がある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウト
リーチ型SCを11市の支援センターに配
置した。
・SSWを35市町村・学校組合、25県立学
校に配置するとともに、未配置校への支
援体制を整えた。
・SC等研修講座の開催計画を年５回に
変更し、実施（10月以降に開催予定）
・SSW連絡協議会（12月開催予定）
・SSW初任者研修会（11月以降に開催予
定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・SC、SSWスーパーバイズの実施（随時）

・SC及びSSWを全ての公立学校
に配置または支援ができる体制
としたことにより、児童生徒が相
談しやすい環境を整えることが
できている。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SCやSSWの専
門性の向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＣやＳＳＷの
支援力向上に努める必要があ
る。

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11
市への配置を継続する。
・SSWを全公立学校に配置
又は派遣できる体制を継続
する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SSW連絡協議会の開催（年
１回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SC、SSWに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SC、SSW配置拡充のための
予算確保
・SC、SSWの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課

●地域のネットワークの
構築による情報共有
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

281
●地域のネットワークの
構築による情報共有

●DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競合
した場合における参加者の確
保が困難である。

・新型コロナウイルスの影響により、ブ
ロック別DV関係機関連絡会議が開催さ
れなかったものの、個別事案について、
女性相談支援センターや児童相談所へ
出向している警察官を通じて情報共有を
図るなど、関係機関と都度、情報共有を
図り、連携を図った。

・他機関と情報共有や連携を図
ることができた。

・DV関係機関連絡会議への
積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競合し
た場合における参加者の確保
が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

282

・あったかふれあいセンター職
員研修の継続

・人材育成研修の継続 ・多様な利用者ニーズに対応するため、
あったかふれあいセンター職員等を対象
とした研修を実施した。
　スタッフ研修（7/17,22,29）43名
　コーディネーター研修（8/19）37名

・ゲートキーパーとしての役割の
機能強化に向けて、利用者の支
援ニーズの把握や関係機関に
適切につなぐスキルアップが必
要

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続

・人材育成研修の継続

地域福祉政策課

283

市町村、地域包括支援セン
ター職員を対象とした高齢者
虐待対応研修を実施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：R2.11.17 

ー 市町村、地域包括支援セン
ター職員を対象とした高齢者
虐待対応研修を実施する。

権利擁護に関するさらなる理解
促進

高齢者福祉課

284

●隣保館を定期的に訪問し、
DVに関する相談の有無や対
応状況を聞き取る。

ー ・未実施
（上半期は新型コロナウイルス感染症の
影響により、隣保館への訪問調査を実
施できなかった）

・下半期は隣保館への訪問調査
を実施する予定。
・生活相談等の背景にＤＶがあ
る場合も考えられるので、専門
機関との連携が重要である。

・隣保館を定期的に訪問し、
ＤＶに関する相談の有無や
対応状況を聞き取る。

人権課

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
３

）
地
域
に
お
け
る
自
立
に
向
け
た
支
援
の
取
組

①
生
活
再
建
に
向
け
た
見
守
り
支
援

●あったかふれあいセ
ンター等との連携【４
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

285

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

民間シェルター運営費補助実施の交付
決定
　・１か所　1,000千円
配偶者暴力被害者等支援交付金の交
付決定
　・上限　10,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する運
営費補助の継続的な実施及
び交付金の支給

●民間シェルターに対する今
後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来るだ
け抑えつつ、活動内容の詳細
をどのように把握するか。

県民生活･男女共
同参画課

286

●県内各地で支援を行う民間
支援団体等との連携

・支援団体等が限られている ・民間支援機関と連絡を取り合い、連携
を維持。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られている

女性相談支援セン
ター

287

●事例があれば、市町村等と
共有し、児童相談所と連携し、
育児支援を行う。(安芸）
●個別検討会等により各担当
間での情報の共有化を図り、
必要な育児支援を行う(中央
西）
●必要時、児童相談所等と連
携し育児支援を実施する（須
崎・中央東）
●ブロック別DV関係機関連絡
会を通じて市町村等関係機関
との連携促進（幡多）

●育児支援に関わる機関の具
体的な役割や人員配置など明
確化する必要がある（須崎）

●DVの実績はないが、ここから東部ネッ
トワーク会議を10月に実施。関係機関と
の情報交換や事例検討を行っている。
（安芸）
●要保護児童地域対策協議会構成機
関との連携及び情報共有に努めた。（須
崎）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として個別支援検討会等に出席し
必要に応じて育児支援に関する提案等
を行っている。（中央東）
●市町村の行うケース会に参加。(中央
西）
●ブロック別DV関係機関連絡会に参加
予定（幡多）

●関係機関とのネットワーク構
築を深めることができた。（安芸）
●要保護児童地域対策協議会
でのネットワーク構築を深めるこ
とができた。（須崎）
●支援する関係機関間の方向
性の確認と意思統一が必要。
（中央西）

●ここから東部ネットワーク
会議、要保護児童地域対策
協議会等で連携を図る。（安
芸）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関との連携及び
情報共有を図る（須崎）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を図
り、必要な育児支援を行う(中
央西）
●ブロック別DV関係機関連
絡会を通じて市町村等関係
機関との連携促進（幡多）

●要保護児童地域対策協議会
の構成機関以外との連携及び
情報共有を図ることは困難で
ある。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

288

■児童相談所職員が講師と
なって、配偶者暴力相談支援
センターの職員に対して、面
前DV等による子どもへの心理
的影響について継続的に研
修を行う予定。

・配偶者暴力相談支援センター
の職員が実践に生かせる研修
内容とすること。

・年度内に、児童相談所職員と配偶者暴
力相談支援センターの職員で、面前DV
による子どもへの心理的影響について
の研修を実施する（日程は未定）。

未実施 ・児童相談所職員と配偶者
暴力相談支援センターの職
員で、面前DV等による子ど
もへの心理的影響について
継続的に研修を行う。

・連携した支援のために、相互
の業務について理解を深める
必要がある。

児童相談所
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①
生
活
再
建
に
向
け
た
見
守
り
支
援

●民間支援団体との連
携による居場所づくり【４
（２）③再掲】

②
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
見
守
り

●児童相談所や福祉保
健所等による育児支援
【４（２）①再掲】

67



参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

289

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

・新任の民生委員・児童委員を対象とし
た研修（1年目、2年目、3年目）を実施し
た。
　1年目研修（1下旬～2月中旬開催予
定）
　2年目研修（10/16～11/9） 403名
　3年目研修（7/29） 46名

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっていることから、そ
れぞれの状況に応じた対応につ
いて、わかりやすく示していく必
要がある。

・民生委員・児童委員の研修
等におけるDV対策等の周知

・人口減少・高齢化の進行や活
動に対する負担感等により、な
り手を確保することが難しくなっ
てきている。

地域福祉政策課

290

■要保護児童対策地域協議
会の構成機関や民生委員・児
童委員との連携

・要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携を保ちながら、地域の重要な
支援機関として関与し、地域で
子どもを見守る体制の構築を
図る

・要保護児童対策地域協議会調整機関
の課長・係長会（6月25、26日開催（59名
参加））において、民生委員・児童委員の
協力を得ながら地域におけるきめ細かな
子どもの見守り体制を構築し、関係機関
が連携しながら支援を行うことについて
説明し、徹底を図った。

・90％以上の市町村で要保護児
童対策地域協議会実務者会へ
の主任児童委員の参画がなされ
ているが、個人情報の漏洩の懸
念等から参画に至っていない市
町村がある。

・要保護児童対策地域協議
会の職員を対象とした研修
において、引き続き民生委
員・児童委員との連携強化
について働き掛けを行う。
・市町村毎に民生委員・児童
委員向けの研修を開催し、
役割や守秘義務等について
理解促進を図る。

・民生委員・児童委員の個別
ケース検討会議への参加率向
上
・個別ケースの情報共有におけ
る守秘義務の徹底

児童家庭課
（児童相談所）

291

・要保護児童に関する情報収
集を継続するとともに事案に
応じて他の関係機関との連携
を図る。

・要保護児童に関する情報収
集の方法を見直し、効率よく対
応できるように検討する必要が
ある。

・要保護児童対策協議会に参加し、情報
の収集に努めた。

・支援が必要な児童生徒の情報
の収集ができた。

・要保護児童に関する情報
収集を継続するとともに事案
に応じて他の関係機関との
連携を図る。

・要保護児童に関する情報収
集の方法を見直し、効率よく対
応できるように検討する必要が
ある。

人権教育・児童生
徒課

292

●養護教諭・スクールカ
ウンセラー等による学校
でのケアの充実
【４（２）②再掲】

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11市
への配置を継続する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SCに対するスーパーバイズ
の実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SCの配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る必
要がある。

・SCを全ての公立小、中、義務教育、
高、特支学校に配置した。また、アウト
リーチ型SCを11市の支援センターに配
置した。
・SC等研修講座の開催計画を年５回に
変更し、実施（10月以降に開催予定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・スーパーバイズの実施（随時）

・SCを全ての公立学校に配置し
たことにより、児童生徒が相談し
やすい環境を整えることができ
ている。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SCの専門性の
向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＣの支援力
向上に努める必要がある。

・SCの全公立学校への配置
及びアウトリーチ型SCの11
市への配置を継続する。
・SC等研修講座の開催（年6
回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SCに対するスーパーバイズ
の実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SCの配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課
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●要保護児童対策地域
協議会や民生委員・児
童委員との連携【４（２）
①再掲】
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参考資料１

【高知県ＤＶ被害者支援計画　令和２年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

Ｒ２年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等 

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れ
た形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプ
ラスの変化 

実施後の分析、検証
Ｒ３年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（Ｐ） 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

293
●養護教諭・スクールカ
ウンセラー等による学校
でのケアの充実

●養護教諭初任者研修の実
施。
●研修会などの機会を通じ
て、現職養護教諭にスクール
ヘルスリーダー派遣事業制度
の周知を図る。
●スクールヘルスリーダーを
確保するため、退職養護教諭
向けに希望調査を実施。

●スクールヘルスリーダーの確
保

●スクールヘルスリーダーを経験の浅い
養護教諭配置の６校へ派遣。

●養護教諭の世代交代により経
験の浅い養護教諭配置校が増
加しているが、それら全ての学
校にスクールヘルスリーダーを
派遣することができていない。
また、経験の浅い養護教諭配置
校であっても、スクールヘルス
リーダーの希望がない場合があ
る。

●養護教諭初任者研修の実
施。
●研修会などの機会を通じ
て、現職養護教諭にスクール
ヘルスリーダー派遣事業に
ついて周知を図る。

●スクールヘルスリーダーの確
保

保健体育課

294

●事例があれば、市町村関係
機関との連携により、地域で
の支援をサポートする。（安
芸）
●スクールソーシャルワー
カーや市町村職員等との情報
共有を通じ必要なケアを把握
しケアの充実に向けた市町村
への助言、及び支援を行う。
（中央西・中央東）
●要保護児童地域対策協議
会の機会を通じ、スクール
ソーシャルワーカー及び市町
村職員等に助言支援する。
（須崎）

●家庭等でのケアに関わる機
関の具体的な役割など確認し
ていく必要がある（須崎）

●実績なし。（安芸）
●母子事例の直接窓口が市町村のため
市町から相談があれば対応できるように
した。（須崎）
●要保護児童地域対策協議会の構成
機関として個別支援検討会等に出席し、
子どもの健やかな成長に向けて協議が
できるよう、スクールソーシャルワーカー
や市町村職員の立場を考慮した提案を
行っている。（中央東）

●事例により、家庭でのケアを
する市町村支援の必要性を再
確認した。（須崎）

●事例があれば、市町村関
係機関との連携により、地域
での支援をサポートする。
（安芸）
●市町村職員等の支援を適
宜していく。（須崎）
●事例があればスクール
ソーシャルワーカーや市町村
職員等との情報共有を通じ
必要なケアを把握しケアの充
実に向けた市町村への助
言、及び支援を行う。（中央
西）

●家庭等でケアに関わる機関
の具体的な役割を確認していく
必要がある（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

295

・SSWの配置を35市町村・学
校組合及び25県立学校に拡
充する。
・SSW連絡協議会の開催（年１
回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SSWに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SSW配置拡充のための予算
確保
・SSWの専門性の向上を図る
必要がある。

・SSWを35市町村・学校組合、25県立学
校に配置するとともに、未配置校への支
援体制を整えた。
・SSW連絡協議会（12月開催予定）
・SSW初任者研修会（11月以降に開催予
定）
・相談支援体制の充実に向けた連絡協
議会は、新型コロナウイルス感染症対策
のため中止とした。
・SSWスーパーバイズの実施（随時）

・SSWを全ての公立学校に配置
または支援ができる体制としたこ
とにより、児童生徒が相談しや
すい環境を整えることができてい
る。
・新型コロナウイルス感染症対
策のため、上半期に実施する予
定だった研修会が中止または延
期となっており、SSWの専門性の
向上が図られていない。
・勤務経験の浅いＳＳＷの支援
力向上に努める必要がある。

・SSWを全公立学校に配置
又は派遣できる体制を継続
する。
・SSW連絡協議会の開催（年
１回）
・SSW初任者研修会（年2回）
・SC、SSWによる合同研修会
の開催（２ブロックで開催）
・SSWに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有した
人材の確保
・SSW配置拡充のための予算
確保
・SSWの専門性の向上

人権教育・児童生
徒課
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●スクールソーシャル
ワーカー及び市町村職
員等による家庭等での
ケアの充実
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